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第１章 総則 

（目的） 

第１条 国立研究開発法人情報通信研究機構（以下「機構」という。）の組織及び職制に

ついては、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号。以下「通則法」とい

う。）、国立研究開発法人情報通信研究機構法（平成１１年法律第１６２号。以下「機

構法」という。）その他関係法令等に定めるもののほか、この規程の定めるところによ

る。 

（定義） 

第２条 この規程において使用する用語は、関係法令等において使用する用語の例による。 

（理事会） 

第３条 機構に、その業務の運営に関する重要事項を審議し、決定するため、理事会を置

く。 

２ 理事会の構成及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

（アドバイザリーコミッティー） 

第４条 機構に、外部の学識経験者及び有識者から得られる知見を機構の運営に反映する

ため、アドバイザリーコミッティーを置く。 

２ アドバイザリーコミッティーの構成及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

（企画戦略委員会） 

第５条 機構に、その業務の研究計画・推進に関する基本方針に関する事項を審議するた

め、企画戦略委員会を置く。 

２ 企画戦略委員会の構成及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

（委員会等） 

第６条 機構に、その業務の遂行に関し必要な事項を審議するため、別に定めるところに

より、職員又は外部の学識経験者若しくは有識者で構成する委員会、会議等を置くこと
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ができる。 

 

第２章 機構の組織 

第１節 特別な職 

（執行役） 

第７条 機構に、執行役を置く。 

２ 執行役は、命を受けて、機構の重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務

を総括整理する。 

    第２節 機構に置かれる組織 

（機構に置かれる組織） 

第８条 機構に、分野別の研究開発等を推進する次の組織を置く。 

電磁波研究所 

ネットワーク研究所 

サイバーセキュリティ研究所 

ユニバーサルコミュニケーション研究所 

未来ＩＣＴ研究所 

２ 機構に、横断的研究開発やイノベーション創出を促進する研究開発等を推進する次の

組織を置く。 

Ｂｅｙｏｎｄ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ研究開発推進ユニット 

ＡＩ研究開発推進ユニット 

量子ＩＣＴ協創センター 

レジリエントＩＣＴ研究センター 

テストベッド研究開発推進センター 

先端ＩＣＴデバイス研究開発推進センター 

３ 機構に、社会実装機能・外部連携機能等を推進する次の組織を置く。 

オープンイノベーション推進本部 

オープンイノベーション推進本部ＦＡユニット（以下「ＦＡユニット」という。） 

オープンイノベーション推進本部イノベーションハブユニット（以下「イノベーショ

ンハブユニット」という。） 

オープンイノベーション推進本部ＮＲＡユニット（以下「ＮＲＡユニット」とい

う。） 

オープンイノベーション推進本部イノベーション推進部門（以下「イノベーション推

進部門」という。） 

オープンイノベーション推進本部グローバル推進部門（以下「グローバル推進部門」

という。） 

オープンイノベーション推進本部デプロイメント推進部門（以下「デプロイメント推

進部門」という。） 

グローバル研究戦略推進ユニット 

北陸連携研究センター 

４ 機構に、機構の運営その他の業務を推進する次の組織を置く。 



６ 

 

総務部 

財務部 

経営企画部 

業務企画部 

広報部 

イノベーションデザインイニシアティブ 

ＮＩＣＴナレッジハブ 

ダイバーシティ推進室 

ＩＧＳ開発室 

ＧＰＡＩ専門家コミュニティ東京センター事務局 

監査室 

第３節 各組織の業務及び構成 

   第１款 分野別の研究開発等を推進する組織 

    第１目 電磁波研究所 

（電磁波研究所の業務） 

第９条 電磁波研究所は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 リモートセンシング技術の研究開発に関すること。 

二 デジタル光学基盤技術の研究開発に関すること。 

三 宇宙環境技術の研究開発に関すること。 

四 電磁環境技術の研究開発に関すること。 

五 時空標準技術の研究開発に関すること。 

六 電波の伝わり方について、観測を行い、予報及び異常に関する警報を送信し、並び

にその他の通報をすること。 

七 周波数標準値を設定し、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。 

八 無線設備（高周波利用設備を含む。）の機器の試験及び較正を行うこと。 

九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

十 前各号に掲げる研究開発のほか、電磁波研究所の所掌事務で他の所掌に属しない研

究開発に関すること。 

（電磁波研究所直下に置く室及びセンター） 

第１０条 電磁波研究所の直下に次の室及びセンターを置く。 

総合企画室 

リモートセンシング研究室 

デジタル光学基盤研究室 

電磁波先進・基盤研究センター 

（総合企画室の業務） 

第１１条 総合企画室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 電磁波研究所長の業務の補佐に関すること。 

二 電磁波研究所に置く組織及び職員の研究開発業務に係る企画及び支援に関すること。 

三 別表第１に掲げる事業所のうち沖縄電磁波技術センターの維持管理に関すること。 

四 電磁波研究所の庶務に関すること。 
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五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、電磁波研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに

関すること。 

（総合企画室に置くグループ） 

第１２条 総合企画室に以下の管理グループを置く。 

  管理グループ 

  沖縄管理グループ 

（管理グループの業務） 

第１３条 管理グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第１１条第４号に掲げる業務 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（沖縄管理グループの業務） 

第１４条 沖縄管理グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第１１条第３号に掲げる業務 

二 別表第１に掲げる事業所のうち沖縄電磁波技術センターに置く組織及び当該事業所

を勤務地とする職員の庶務に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 
（リモートセンシング研究室の業務） 

第１５条 リモートセンシング研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 リモートセンシング技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（デジタル光学基盤研究室の業務） 

第１６条 デジタル光学基盤研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 デジタル光学基盤技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（電磁波先進・基盤研究センターの業務） 

第１７条 電磁波先進・基盤研究センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 宇宙環境技術の研究開発に関すること。 

二 電磁環境技術の研究開発に関すること 

三 時空標準技術の研究開発に関すること。 

四 電波の伝わり方について、観測を行い、予報及び異常に関する警報を送信し、並び

にその他の通報をすること。 

五 周波数標準値を設定し、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。 

六 無線設備（高周波利用設備を含む。）の機器の試験及び較正を行うこと。 

七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（電磁波先進・基盤研究センターに置く室） 

第１８条 電磁波先進・基盤研究センターに次の室を置く。 

宇宙環境研究室 

電磁環境研究室 

時空標準研究室 
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（宇宙環境研究室の業務） 

第１９条 宇宙環境研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 宇宙環境の現況把握及び予測並びにその社会への影響に関する研究開発に関するこ

と。 

二 電波の伝わり方について、観測を行い、予報及び異常に関する警報を送信し、並び

にその他の通報をすること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（宇宙環境研究室に置くグループ） 

第２０条 宇宙環境研究室に宇宙天気予報グループを置く。 

（宇宙天気予報グループの業務） 

第２１条 宇宙天気予報グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第１９条２号に掲げる業務 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（電磁環境研究室の業務） 

第２２条 電磁環境研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 先端ＥＭＣ計測技術の研究開発に関すること。 

二 生体ＥＭＣ技術の研究開発に関すること。 

三 無線設備（高周波利用設備を含む。）の機器の試験及び較正を行うこと。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（電磁環境研究室に置くグループ） 

第２３条 電磁環境研究室に標準較正グループを置く。 

（標準較正グループの業務） 

第２４条 標準較正グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第２２条３号に掲げる業務 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（時空標準研究室の業務） 

第２５条 時空標準研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 時空標準技術の研究開発に関すること。 

二 周波数標準値を設定し、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（時空標準研究室に置くグループ） 

第２６条 時空標準研究室に日本標準時グループを置く。 

（日本標準時グループの業務） 

第２７条 日本標準時グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第２５条２号に掲げる業務 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

      第２目 ネットワーク研究所 

（ネットワーク研究所の業務） 

第２８条 ネットワーク研究所は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 ネットワークアーキテクチャ技術の研究開発に関すること。 
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二 フォトニックネットワーク技術の研究開発に関すること。 

三 光アクセス基盤技術の研究開発に関すること。 

四 ワイヤレスシステム技術の研究開発に関すること。 

五 宇宙通信システム技術の研究開発に関すること。 

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（ネットワーク研究所直下に置く室及びセンター） 

第２９条 ネットワーク研究所の直下に次の室及びセンターを置く。 

総合企画室 

ネットワークアーキテクチャ研究室 

フォトニックＩＣＴ研究センター 

ワイヤレスネットワーク研究センター 

（総合企画室の業務） 

第３０条 総合企画室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 ネットワーク研究所長及びフォトニックＩＣＴ研究センター長の業務の補佐に関す

ること。 

二 ネットワーク研究所に置く組織及び職員の研究開発業務に係る企画及び支援に関す

ること。 

三 ネットワーク研究所の庶務に関すること。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

五 前各号に掲げるもののほか、ネットワーク研究所の所掌事務で他の所掌に属しない

ものに関すること。 

（総合企画室に置くグループ） 

第３１条 総合企画室に管理グループを置く。 

（管理グループの業務） 

第３２条 管理グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第３０条第３号に掲げる業務 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（ネットワークアーキテクチャ研究室の業務） 

第３３条 ネットワークアーキテクチャ研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 ネットワークアーキテクチャ技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（フォトニックＩＣＴ研究センターの業務） 

第３４条 フォトニックＩＣＴ研究センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 フォトニックネットワーク技術の研究開発に関すること。 

二 光アクセス基盤技術の研究開発に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（フォトニックＩＣＴ研究センターに置く室） 

第３５条 フォトニックＩＣＴ研究センターに次の室を置く。 

フォトニックネットワーク研究室 

光アクセス基盤研究室 
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（フォトニックネットワーク研究室の業務） 

第３６条 フォトニックネットワーク研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 フォトニックネットワーク技術の研究開発に関すること。 

二 ロバスト光ネットワーク基盤技術の研究開発に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（光アクセス基盤研究室の業務） 

第３７条 光アクセス基盤研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 光アクセス基盤技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（ワイヤレスネットワーク研究センターの業務） 

第３８条 ワイヤレスネットワーク研究センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 ワイヤレスシステム技術の研究開発に関すること。 

二 宇宙通信システム技術の研究開発に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（ワイヤレスネットワーク研究センターに置く室） 

第３９条 ワイヤレスネットワーク研究センターに次の室を置く。 

企画室 

ワイヤレスシステム研究室 

宇宙通信システム研究室 

（企画室の業務） 

第４０条 企画室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 ワイヤレスネットワーク研究センター長の業務の補佐に関すること。 

二 ワイヤレスネットワーク研究センターに置く組織及び職員の研究開発業務に係る企

画及び支援に関すること。 

三 別表第１に掲げる事業所のうちワイヤレスネットワーク研究センターの維持管理に

関すること。 

四 別表第１に掲げる事業所のうち鹿島宇宙技術センターの維持管理に関すること。 

五 ワイヤレスネットワーク研究センターの庶務に関すること。 

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

七 前各号に掲げるもののほか、ワイヤレスネットワーク研究センターの所掌事務で他

の所掌に属しないものに関すること。 

（企画室に置くグループ） 

第４１条 企画室に以下のグループを置く。 

  横須賀管理グループ 

鹿島管理グループ 

（横須賀管理グループの業務） 

第４２条 横須賀管理グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第４０条第３号に掲げる業務 

二 別表第１に掲げる事業所のうちワイヤレスネットワーク研究センターに置く組織及

び当該事業所を勤務地とする職員の庶務に関すること。 
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三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（鹿島管理グループの業務） 

第４３条 鹿島管理グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第４０条第４号に掲げる業務 

二 別表第１に掲げる事業所のうち鹿島宇宙技術センターに置く組織及び当該事業所を

勤務地とする職員の庶務に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（ワイヤレスシステム研究室の業務） 

第４４条 ワイヤレスシステム研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 ワイヤレスシステム技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（宇宙通信システム研究室の業務） 

第４５条 宇宙通信システム研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 宇宙通信システム技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

      第３目 サイバーセキュリティ研究所 

（サイバーセキュリティ研究所の業務） 

第４６条 サイバーセキュリティ研究所は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 サイバーセキュリティ技術の研究開発に関すること。 

二 暗号技術、プライバシー保護技術及び評価技術の研究開発に関すること。 

三 サイバーセキュリティ脅威の把握・分析と情報提供に関すること。 

四 サイバーセキュリティ研究所のインフラ構築・管理・運用に関すること。 

五 サイバーセキュリティに関する演習その他の訓練を行うこと。 

六 若手セキュリティエンジニアの育成を行うこと。 

七 サイバートレーニングを高度化するための研究開発に関すること。 

八 サイバーセキュリティ産学官連携拠点形成に関すること。 

九 ＩｏＴ機器のサイバーセキュリティ対策の促進に関すること。 

十 ＡＩセキュリティ技術の研究開発に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

十一 前各号に掲げる研究開発のほか、サイバーセキュリティ研究所の所掌事務で他の

所掌に属しない研究開発に関すること。 

十二 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（サイバーセキュリティ研究所直下に置く室及びセンター等） 

第４７条 サイバーセキュリティ研究所の直下に次の室及びセンター等を置く。 

総合企画室 

サイバーセキュリティ研究室 

セキュリティ基盤研究室 

サイバー脅威分析室 

サイバーインフラ室 

サイバーセキュリティネクサス 

ナショナルサイバートレーニングセンター 
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ナショナルサイバーオブザベーションセンター 

ＡＩセキュリティ研究センター 

（総合企画室の業務） 

第４８条 総合企画室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 サイバーセキュリティ研究所長の業務の補佐に関すること。 

二 サイバーセキュリティ研究所に置く組織及び職員の研究開発業務に係る企画及び支

援に関すること。 

三 別表第１に掲げる事業所のうちサイバーセキュリティリカレントエボリューション

センターの維持管理に関すること。 

四 サイバーセキュリティ研究所の庶務に関すること（ＣＹＮＥＸ事業推進室、サイバ

ートレーニング事業推進室及びサイバーオブザベーション事業推進室の所掌に属する

ものを除く。）。 

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、サイバーセキュリティ研究所の所掌事務で他の所掌に

属しないものに関すること。 

（総合企画室に置くグループ） 

第４９条 総合企画室に管理グループを置く。 

（管理グループの業務） 

第５０条 管理グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第４８条第３号及び第４号に掲げる業務 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（サイバーセキュリティ研究室の業務） 

第５１条 サイバーセキュリティ研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 サイバーセキュリティ技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（セキュリティ基盤研究室の業務） 

第５２条 セキュリティ基盤研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 暗号技術、プライバシー保護技術及び評価技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（サイバー脅威分析室の業務） 

第５３条 サイバー脅威分析室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

 一 サイバーセキュリティ脅威の把握・分析と情報提供に関すること。 

 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（サイバーインフラ室の業務） 

第５４条 サイバーセキュリティインフラ室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

 一 サイバーセキュリティ研究所のインフラ構築・管理・運用に関すること。 

 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（サイバーセキュリティネクサスの業務） 

第５５条 サイバーセキュリティネクサスは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 サイバーセキュリティ産学官連携拠点形成に関すること。 
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二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（サイバーセキュリティネクサスに置く室） 

第５６条 サイバーセキュリティネクサスに次の室を置く。 

ＣＹＮＥＸ事業推進室 

ＣＹＮＥＸ研究開発運用室 

（ＣＹＮＥＸ事業推進室の業務） 

第５７条 ＣＹＮＥＸ事業推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 サイバーセキュリティネクサス長の業務の補佐に関すること。 

二 サイバーセキュリティネクサスに置く組織及び職員の事業推進業務及び研究開発業

務に係る企画及び支援に関すること。 

三 別表第１に掲げる事業所のうちＣＹＸＲＯＳＳ ＣＯＲＥの維持管理に関すること。 

四 サイバーセキュリティネクサスの庶務に関すること。 

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、サイバーセキュリティネクサスの所掌業務で他の所掌

に属しないものに関すること。 

（ＣＹＮＥＸ研究開発運用室） 

第５８条 ＣＹＮＥＸ研究開発運用室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 サイバーセキュリティ産学官連携拠点形成に関すること（ＣＹＮＥＸ事業推進室の

所掌に属するものを除く。）。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（ナショナルサイバートレーニングセンターの業務） 

第５９条 ナショナルサイバートレーニングセンターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 サイバーセキュリティに関する演習その他の訓練を行うこと。 

二 若手セキュリティエンジニアの育成を行うこと。 

三 サイバートレーニングを高度化するための研究開発に関すること。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 
（ナショナルサイバートレーニングセンターに置く室） 

第６０条 ナショナルサイバートレーニングセンターに次の室を置く。 

サイバートレーニング事業推進室 

サイバートレーニング研究室 

（サイバートレーニング事業推進室の業務） 

第６１条 サイバートレーニング事業推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 ナショナルサイバートレーニングセンター長の業務の補佐に関すること。 

二 サイバーセキュリティに関する演習その他の訓練（次条第２号に掲げる業務を除

く。）を行うこと。 

三 若手セキュリティエンジニアの育成（次条第３号に掲げる業務を除く。）を行うこ

と。 

四 ナショナルサイバートレーニングセンターに置く組織及び職員の事業推進業務及び

研究開発業務に係る企画及び支援に関すること。 

五 ナショナルサイバートレーニングセンターの庶務に関すること。 
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六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

七 前各号に掲げるもののほか、ナショナルサイバートレーニングセンターの所掌事務

で他の所掌に属しないものに関すること。 

（サイバートレーニング研究室の業務） 

第６２条 サイバートレーニング研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 サイバートレーニングを高度化するための研究開発に関すること。 

二 サイバーセキュリティに関する演習その他の訓練に係るトレーニングプログラムの

開発に関すること。 

三 若手セキュリティエンジニアの育成に係るトレーニングプログラムの開発に関する

こと。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（ナショナルサイバーオブザベーションセンターの業務） 

第６３条 ナショナルサイバーオブザベーションセンターは、次の各号に掲げる業務を行

う。 

一 ＩｏＴ機器のサイバーセキュリティ対策の促進に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（ナショナルサイバーオブザベーションセンターに置く室） 

第６４条 ナショナルサイバーオブザベーションセンターに次の室を置く。 

サイバーオブザベーション事業推進室 

サイバーオブザベーション運用室 

（サイバーオブザベーション事業推進室の業務） 

第６５条 サイバーオブザベーション事業推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 ナショナルサイバーオブザベーションセンター長の業務の補佐に関すること。 

二 ナショナルサイバーオブザベーションセンターに置く組織及び職員の調査業務に係

る支援に関すること（サイバーオブザベーション運用室の所掌に属するものを除

く。）。 

三 ナショナルサイバーオブザベーションセンターの庶務に関すること。 

四 機構法第１８条第１項から第５項の総務大臣の認可に関すること。 

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、ナショナルサイバーオブザベーションセンターの所掌

事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

（サイバーオブザベーション運用室の業務） 

第６６条 サイバーオブザベーション運用室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 ＩｏＴ機器のサイバーセキュリティ対策の促進に係る調査に関すること。 

二 ＩｏＴ機器のサイバーセキュリティ対策の促進のための研究開発に関すること。 

三 機構法第１８条第１項に規定する業務の実施に関し、同法同条第２項に規定する業

務の実施に関する計画に基づく特定アクセス行為に係る調査に関すること。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（ＡＩセキュリティ研究センターの業務） 

第６７条 ＡＩセキュリティ研究センターは、次の各号に掲げる業務を行う。  
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一 ＡＩセキュリティ技術の研究開発に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

      第４目 ユニバーサルコミュニケーション研究所 

（ユニバーサルコミュニケーション研究所の業務） 

第６８条 ユニバーサルコミュニケーション研究所は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 ＡＩ複合体技術の研究開発に関すること。 

二 マルチモーダルＡＩコミュニケーション技術の研究開発に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（ユニバーサルコミュニケーション研究所直下に置く室及びセンター） 

第６９条 ユニバーサルコミュニケーション研究所の直下に次の室及びセンターを置く。 

総合企画室 

データ駆動知能システム研究センター 

マルチモーダルＡＩコミュニケーション研究センター 

（総合企画室の業務） 

第７０条 総合企画室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 ユニバーサルコミュニケーション研究所長、データ駆動知能システム研究センター

長及びマルチモーダルＡＩコミュニケーション研究センター長の業務の補佐に関する

こと。 

二 ユニバーサルコミュニケーション研究所に置く組織及び職員の研究開発業務に係る

企画及び支援に関すること。 

三 別表第１に掲げる事業所のうちユニバーサルコミュニケーション研究所の維持管理

に関すること。 

四 ユニバーサルコミュニケーション研究所の庶務に関すること。 

五 第６８条各号に規定する研究開発に関する戦略の企画及び立案並びに推進に関する

こと。 

六 第６８条各号に規定する研究開発成果の社会実装に関すること。 

七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

八 前各号に掲げるもののほか、ユニバーサルコミュニケーション研究所の所掌事務で

他の所掌に属しないものに関すること。 

（総合企画室に置くグループ） 

第７１条 総合企画室に次のグループを置く。 

管理グループ 

企画戦略グループ 

地域連携推進グループ 

知財契約グループ 

共通基盤グループ 

システム開発グループ 

（管理グループの業務） 

第７２条 管理グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第７０条第４号及び８号に掲げる業務 
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二 第７０条第３号に掲げる業務（第７６条に関することを除く。） 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（企画戦略グループの業務） 

第７３条 企画戦略グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第７０条第１号、第２号及び第５号に掲げる業務（次条各号に関することを除く。） 

二 第７０条第６号に掲げる業務のうち産学官連携等による普及啓発に関すること（第

７４条及び第７７条に関することを除く。）。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（地域連携推進グループの業務） 

第７４条 地域連携推進グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第７０条第１号、第２号及び第５号に掲げる業務のうち、けいはんな地域に関する

こと。 

二 第７０条第６号に掲げる業務のうち、けいはんな地域の産学官連携等による普及啓

発に関すること（第７７条に関することを除く）。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（知財契約グループの業務） 

第７５条 知財契約グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第７０条第５号及び第６号に掲げる業務のうち、知財創造サイクル推進のための知

的財産活動方針並びに知的財産の創造、保護、活用及び契約に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（共通基盤グループの業務） 

第７６条 共通基盤グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第７０条第３号に掲げる業務のうち共通基盤の整備、維持、更新、運用及び管理に

関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（システム開発グループの業務） 

第７７条 システム開発グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第７０条第６号に掲げる業務のうち第６８条各号に規定する技術を活用した統合的

なシステム及び多様なユーザインターフェースに対応したシステムの開発・運用に関

すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（データ駆動知能システム研究センターの業務） 

第７８条 データ駆動知能システム研究センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 ＡＩ複合体技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（マルチモーダルＡＩコミュニケーション研究センターの業務） 

第７９条 マルチモーダルＡＩコミュニケーション研究センターは、次の各号に掲げる業

務を行う。 

一 マルチモーダルＡＩコミュニケーション技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる研究開発のほか、ユニバーサルコミュニケーション研究所の所掌業務
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で他の所掌に属しない研究開発に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に付帯する業務を行うこと。 

（マルチモーダルＡＩコミュニケーション研究センターに置く室） 

第８０条 マルチモーダルＡＩコミュニケーション研究センターに次の室を置く。 

  マルチモーダル音声コミュニケーション研究室 

  多言語・多文化コミュニケーション研究室 

  リアリティ知能統合研究室 

（マルチモーダル音声コミュニケーション研究室の業務） 

第８１条 マルチモーダル音声コミュニケーション研究室は、次の各号に掲げる業務を行

う。 

 一 マルチモーダル音声コミュニケーション技術の研究開発に関すること。 

 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（多言語・多文化コミュニケーション研究室の業務） 

第８２条 多言語・多文化コミュニケーション研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

 一 多言語・多文化コミュニケーション技術の研究開発に関すること。 

 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（リアリティ知能統合研究室の業務） 

第８３条 リアリティ知能統合研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 リアル・バーチャル融合コミュニケーション技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

      第５目 未来ＩＣＴ研究所 

（未来ＩＣＴ研究所の業務） 

第８４条 未来ＩＣＴ研究所は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 先端ＩＣＴ基盤技術の研究開発に関すること。 

二 フロンティアＩＣＴ技術の研究開発に関すること。 

三 バイオインクルーシブＩＣＴ基盤技術の研究開発に関すること。 

四 脳情報通信基盤技術の研究開発に関すること。 

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（未来ＩＣＴ研究所直下に置く室及びセンター） 

第８５条 未来ＩＣＴ研究所の直下に次の室及びセンターを置く。 

総合企画室 

神戸フロンティア研究センター 

バイオＩＣＴ協創センター 

小金井フロンティア研究センター 

脳情報通信融合研究センター 

（総合企画室の業務） 

第８６条 総合企画室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 未来ＩＣＴ研究所長の業務の補佐に関すること。 

二 未来ＩＣＴ研究所に置く組織及び職員の研究開発業務に係る企画及び支援に関する

こと。 
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三 神戸フロンティア研究センター長の業務の補佐に関すること。 

四 バイオＩＣＴ協創センター長の業務の補佐に関すること。 

五 別表第１に掲げる事業所のうち未来ＩＣＴ研究所の維持管理に関すること。 

六 未来ＩＣＴ研究所の庶務に関すること。 

七 先端ＩＣＴデバイス研究開発推進センターの庶務に関すること（本部に置かれるも

のを除く。）。 

八 地域の連携の企画及び推進に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

十 前各号に掲げるもののほか、未来ＩＣＴ研究所の所掌事務で他の所掌に属しないも

のに関すること。 

（総合企画室に置くグループ） 

第８７条 総合企画室に神戸管理グループを置く。 

（神戸管理グループの業務） 

第８８条 神戸管理グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第８６条第７号から第９号までに掲げる業務 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（総合企画室に置く連携拠点） 

第８９条 総合企画室に関西ＩＣＴ連携拠点を置く。 

（関西ＩＣＴ連携拠点の業務） 

第９０条 関西ＩＣＴ連携拠点は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 関西地域における地域の連携の企画及び推進に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（神戸フロンティア研究センターの業務） 

第９１条 神戸フロンティア研究センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 集積型超伝導回路基盤技術の研究開発に関すること。 

二 ナノハイブリッド基盤技術の研究開発に関すること。 

三 深紫外光ＩＣＴ技術の研究開発に関すること。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（神戸フロンティア研究センターに置く室） 

第９２条 神戸フロンティア研究センターに次の室を置く。 

超伝導ＩＣＴ研究室 

ナノ機能集積ＩＣＴ研究室 

深紫外光ＩＣＴ研究室 

（超伝導ＩＣＴ研究室の業務） 

第９３条 超伝導ＩＣＴ研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 超伝導ＩＣＴ基盤技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（ナノ機能集積ＩＣＴ研究室の業務） 

第９４条 ナノ機能集積ＩＣＴ研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 ナノ機能集積ＩＣＴ基盤技術の研究開発に関すること。 
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二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（深紫外光ＩＣＴ研究室の業務） 

第９５条 深紫外光ＩＣＴ研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 深紫外光ＩＣＴ技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（バイオＩＣＴ協創センターの業務） 

第９６条 バイオＩＣＴ協創センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 微小脳規範型ＩＣＴ技術の研究開発に関すること。 

二 生得的ＩＣＴ基盤技術の研究開発に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（バイオＩＣＴ協創センターに置く室） 

第９７条 バイオＩＣＴ協創センターに次の室を置く。 

  バイオＩＣＴ研究室 

  ニューロＩＣＴ研究室 

（バイオＩＣＴ研究室の業務） 

第９８条 バイオＩＣＴ研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 生得的ＩＣＴ基盤技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（ニューロＩＣＴ研究室の業務） 

第９９条 ニューロＩＣＴ研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 微小脳規範型ＩＣＴ基盤技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（小金井フロンティア研究センターの業務） 

第１００条 小金井フロンティア研究センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 超高周波基盤技術の研究開発に関すること。 

二 酸化物半導体デバイス技術の研究開発に関すること。 

三 量子情報通信基盤技術の研究開発に関すること。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（小金井フロンティア研究センターに置く室） 

第１０１条 小金井フロンティア研究センターに次の室を置く。 

企画室 

量子ＩＣＴ研究室 

超高周波ＩＣＴ研究室 

グリーンＩＣＴデバイス研究室 

（企画室の業務） 

第１０２条 企画室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 小金井フロンティア研究センター長の業務の補佐に関すること。 

二 小金井フロンティア研究センターに置く組織及び職員の研究開発業務に係る企画及

び支援に関すること。 

三 小金井フロンティア研究センターの庶務に関すること。 
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四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

五 前各号に掲げるもののほか、未来ＩＣＴ研究所の所掌事務で他の所掌に属さないも

のに関すること。 

（量子ＩＣＴ研究室の業務） 

第１０３条 量子ＩＣＴ研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 量子ＩＣＴ基盤技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（超高周波ＩＣＴ研究室の業務） 

第１０４条 超高周波ＩＣＴ研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 超高周波ＩＣＴ基盤技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（グリーンＩＣＴデバイス研究室の業務） 

第１０５条 グリーンＩＣＴデバイス研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 酸化物半導体電子デバイスの研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（脳情報通信融合研究センターの業務） 

第１０６条 脳情報通信融合研究センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 脳機能計測・解析技術の研究開発に関すること。 

二 脳情報通信技術の研究開発に関すること。 

三 脳情報通信技術の社会的受容性向上と産学連携研究活動の推進に関すること。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（脳情報通信融合研究センターに置く室） 

第１０７条 脳情報通信融合研究センターに次の室を置く。 

企画室 

脳情報通信融合研究室 

脳機能解析研究室 

脳情報工学研究室 

（企画室の業務） 

第１０８条 企画室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 脳情報通信融合研究センター長の業務の補佐に関すること。 

二 脳情報通信融合研究センターに置く組織及び職員の研究開発業務に係る企画及び支

援に関すること。 

三 別表第１に掲げる事業所のうち脳情報通信融合研究センターの維持管理に関するこ

と。 

四 脳情報通信融合研究センターの庶務に関すること。 

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、未来ＩＣＴ研究所の所掌事務で他の所掌に属しないも

のに関すること。 

（企画室に置くグループ） 

第１０９条 企画室に次のグループを置く。 
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吹田管理グループ 

脳計測運用グループ 

（吹田管理グループの業務） 

第１１０条 吹田管理グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第１０８条第３号及び第４号に掲げる業務（他の所掌に属するものを除く。） 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（脳計測運用グループの業務） 

第１１１条 脳計測運用グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第１０８条第３号に掲げる業務のうち脳計測設備の整備、維持、更新、運用及び管

理に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（脳情報通信融合研究室の業務） 

第１１２条 脳情報通信融合研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 高次脳型情報処理技術の研究開発に関すること。 

二 脳情報統合分析技術の研究開発に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（脳機能解析研究室の業務） 

第１１３条 脳機能解析研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 脳機能解析技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（脳機能工学研究室の業務） 

第１１４条 脳機能工学研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 脳情報工学技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

     第２款 横断的研究開発やイノベーション創出を促進する研究開発等を推進する組

織 
     第１目 Ｂｅｙｏｎｄ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ研究開発推進ユニット 

（Ｂｅｙｏｎｄ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ研究開発推進ユニットの業務） 

第１１５条 Ｂｅｙｏｎｄ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ研究開発推進ユニットは、次の各

号に掲げる業務を行う。 

一 次世代情報通信の接続性の研究開発の推進に関すること。 

二 ソーシャルＩＣＴ及び産業用無線通信技術の研究開発に関すること。 

三 テラヘルツ帯電磁波を用いた情報通信技術及びセンシング基盤技術の研究開発に関

すること。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 （Ｂｅｙｏｎｄ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ研究開発推進ユニット直下に置く室等） 

第１１６条 Ｂｅｙｏｎｄ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ研究開発推進ユニットの直下に次

の室等を置く。 

総合企画室 

Ｂｅｙｏｎｄ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙデザインイニシアティブ 
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先進的Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ協創センター 

テラヘルツ研究センター 

（総合企画室の業務） 

第１１７条 総合企画室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 Ｂｅｙｏｎｄ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ研究開発推進ユニット長、先進的Ｃｏｎ

ｎｅｃｔｉｖｉｔｙ協創センター長及びテラヘルツ研究センター長の業務の補佐に関

すること。 

二 Ｂｅｙｏｎｄ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ研究開発推進ユニットに置く組織及び職

員の研究開発業務に係る企画及び支援に関すること。 

三 Ｂｅｙｏｎｄ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ研究開発推進ユニットの庶務に関するこ

と。 

四 別表第１に掲げる事業所のうちイノベーションセンターの維持管理に関すること。 

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、Ｂｅｙｏｎｄ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ研究開発推

進ユニットの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

（総合企画室に置くグループ） 

第１１８条 総合企画室に日本橋管理グループを置く。 

 （日本橋管理グループの業務） 

第１１９条 日本橋管理グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

 一 第１１７条第４号に掲げる業務 

 二 別表第１に掲げる事業所のうちイノベーションセンターに置く組織及び当該事業所

を勤務地とする職員の庶務に関すること。 

 三 前２号に掲げる業務に付帯する業務を行うこと。 

（Ｂｅｙｏｎｄ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙデザインイニシアティブの業務） 

第１２０条 Ｂｅｙｏｎｄ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙデザインイニシアティブは、次の

各号に掲げる業務を行う。 

一 機構の次世代情報通信の接続性の研究開発の推進に関すること（他の所掌に関する

ものを除く。）。 

二 機構の次世代情報通信の接続性の研究開発の効果的な情報発信と総合実証に係る企

画及び推進に関すること（他の所掌に関するものを除く。）。 

三 次世代情報通信の接続性に関する産学連携活動プラットフォームの推進に関するこ

と（他の所掌に関するものを除く。）。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（先進的Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ協創センターの業務） 

第１２１条 先進的Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ協創センターの業務は、次の各号に掲げる

業務を行う。 

 一 ソーシャルＩＣＴの実証的研究開発に関すること。 

 二 産業用システムにおける無線通信技術の研究開発に関すること。 

 三 前２号に掲げる業務に付帯する業務を行うこと。 

 （先進的Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ協創センターに置く室） 
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第１２２条 先進的Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ協創センターに次の室を置く。 

ソーシャルＩＣＴシステム研究室 

インダストリアルワイヤレスシステム研究室 

（ソーシャルＩＣＴシステム研究室の業務） 

第１２３条 ソーシャルＩＣＴシステム研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 ソーシャルＩＣＴの実証的研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（インダストリアルワイヤレスシステム研究室の業務） 

第１２４条 インダストリアルワイヤレスシステム研究室は、次の各号に掲げる業務を行

う。 

一 産業用システムにおける無線通信技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（テラヘルツ研究センターの業務） 

第１２５条 テラヘルツ研究センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 テラヘルツ帯電磁波を用いた情報通信技術の研究開発に関すること。 

二 テラヘルツ帯電磁波を用いたセンシング基盤技術の研究開発に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（テラヘルツ研究センターに置く室） 

第１２６条 テラヘルツ研究センターに次の室を置く。 

テラヘルツ連携研究室 

テラヘルツリモートセンシング研究室 

（テラヘルツ連携研究室の業務） 

第１２７条 テラヘルツ連携研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 テラヘルツ帯電磁波を用いた情報通信技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（テラヘルツリモートセンシング研究室の業務） 

第１２８条 テラヘルツリモートセンシング研究室の業務は、次の各号に掲げる業務を行

う。 

一 テラヘルツ帯電磁波を用いたセンシング基盤技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

      第２目 ＡＩ研究開発推進ユニット 
（ＡＩ研究開発推進ユニットの業務） 

第１２９条 ＡＩ研究開発推進ユニットは、次の各号に掲げる業務を行う。 
一 ＡＩ研究開発の推進に関すること。 
二 国のＡＩ戦略への機構としての貢献に関すること。 
三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 （ＡＩ研究開発推進ユニット直下に置く室等） 
第１３０条 ＡＩ研究開発推進ユニットの直下に次の室等を置く。 
総合企画室 
ＡＩ研究開発デザインイニシアティブ 
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（総合企画室の業務） 
第１３１条 総合企画室は、次の各号に掲げる業務を行う。 
一 ＡＩ研究開発推進ユニット長の業務の補佐に関すること。 
二 ＡＩ研究開発推進ユニットに置く組織及び職員の研究開発業務に係る企画及び支援

に関すること。 
三 ＡＩ研究開発推進ユニットの庶務に関すること。 
四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 
五 前各号に掲げるもののほか、 ＡＩ研究開発推進ユニットの所掌事務で他の所掌に

属しないものに関すること。 
（ＡＩ研究開発デザインイニシアティブの業務） 

第１３２条 ＡＩ研究開発デザインイニシアティブは、次の各号に掲げる業務を行う。 
一 機構のＡＩ研究開発の戦略に係る企画及び推進に関すること（他の所掌に関するも

のを除く。）。 
二 機構のＡＩ研究開発の効果的な情報発信に係る企画及び推進に関すること（他の所

掌に関するものを除く。）。 
三 ＡＩに関する産学官連携活動プラットフォームの推進に関すること（他の所掌に関

するものを除く。）。 
四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

      第３目 量子ＩＣＴ協創センター 
（量子ＩＣＴ協創センターの業務） 

第１３３条 量子ＩＣＴ協創センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 量子セキュリティ融合分野の研究開発に関すること。 

二 衛星量子通信技術の研究開発に関すること。 

三 量子技術プラットフォームの整備、管理、運用に関すること。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（量子ＩＣＴ協創センターに置く室等） 

第１３４条 量子ＩＣＴ協創センターに以下の室等を置く。 

総合企画室 

量子ＩＣＴデザインイニシアティブ 

 （総合企画室の業務） 

第１３５条 総合企画室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 量子ＩＣＴ協創センター長の業務の補佐に関すること。 

二 量子ＩＣＴ協創センターに置く組織及び職員の研究開発業務に係る企画及び支援に

関すること。 

三 量子ＩＣＴ協創センターの庶務に関すること。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

五 前各号に掲げるもののほか、量子ＩＣＴ協創センターの所掌事務で他の所掌に属し

ないものに関すること。 

（量子ＩＣＴデザインイニシアティブの業務） 

第１３６条 量子ＩＣＴデザインイニシアティブは、次の各号に掲げる業務を行う。 
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一 量子ＩＣＴ協創センターの研究開発に関する戦略の企画及び立案並びに推進に関す

ること。 

二 量子ＩＣＴ技術に関する産学官連携の推進に関すること。 

三 量子ＩＣＴ協創センターの効果的な情報発信に関すること。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

      第４目 レジリエントＩＣＴ研究センター 
（レジリエントＩＣＴ研究センターの業務） 

第１３７条 レジリエントＩＣＴ研究センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 レジリエントＩＣＴ基盤技術の研究開発に関すること。 

二 地域の連携の企画及び推進に関すること（他の所掌に関するものを除く。）。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（レジリエントＩＣＴ研究センターに置く室） 

第１３８条 レジリエントＩＣＴ研究センターに次の室を置く。 

企画連携推進室 

サステナブルＩＣＴシステム研究室 

（企画連携推進室の業務） 

第１３９条 企画連携推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 レジリエントＩＣＴ研究センター長の業務の補佐に関すること。 

二 レジリエントＩＣＴ研究センターに置く組織及び職員の研究開発業務に係る企画及

び支援に関すること。 

三 レジリエントＩＣＴ分野の研究開発に係る研究連携に関すること。 

四 別表第１に掲げる事業所のうちレジリエントＩＣＴ研究センターの維持管理に関す

ること。 

五 レジリエントＩＣＴ研究センターの庶務に関すること。 

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

七 前各号に掲げるもののほか、レジリエントＩＣＴ研究センターの所掌事務で他の所

掌に属しないものに関すること。 

（サステナブルＩＣＴシステム研究室の業務） 

第１４０条 サステナブルＩＣＴシステム研究室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 サステナブルＩＣＴシステム技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（レジリエントＩＣＴ研究センターに置く連携拠点） 

第１４１条 レジリエントＩＣＴ研究センターに東北ＩＣＴ連携拠点を置く。 

（東北ＩＣＴ連携拠点の業務） 

第１４２条 東北ＩＣＴ連携拠点は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 東北地域における地域の連携の企画及び推進に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

      第５目 テストベッド研究開発推進センター 
（テストベッド研究開発推進センターの業務） 

第１４３条 テストベッド研究開発推進センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 
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一 テストベッドの構築及び利活用に関すること。 

二 テストベッド技術の研究開発に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（テストベッド研究開発推進センターに置く室） 

第１４４条 テストベッド研究開発推進センターに次の室を置く。 

総合企画室 

テストベッド研究開発室 

テストベッド構築運用室 

（総合企画室の業務） 

第１４５条 総合企画室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 研究開発推進センター長の業務の補佐に関すること。 

二 テストベッドの運営及び利活用の推進に関すること。 

三 テストベッド研究開発推進センターに置く組織及び職員の研究開発業務に係る企画

及び支援に関すること。 

四 テストベッド研究開発推進センターの庶務に関すること。 

五 別表第１に掲げる事業所のうち三鷹ネットワーク運用センターの維持管理に関する

こと。 

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

七 前各号に掲げるもののほか、テストベッド研究開発推進センターの所掌事務で他の

所掌に属しないものに関すること。 

（テストベッド研究開発室の業務） 

第１４６条 テストベッド研究開発室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 テストベッド技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（テストベッド構築運用室の業務） 

第１４７条 テストベッド構築運用室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 テストベッドの構築及び運用並びに利活用に関すること。 

二 前号に掲げる業務に付帯する業務を行うこと。 

      第６目 先端ＩＣＴデバイス研究開発推進センター 
（先端ＩＣＴデバイス研究開発推進センターの業務） 

第１４８条 先端ＩＣＴデバイス研究開発推進センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 先端ＩＣＴデバイスの研究開発環境の整備・供用に関すること。 

二 先端ＩＣＴデバイス研究開発推進センターの管理運営に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

     第３款 社会実装機能・外部連携機能等を推進する組織 

第１目 オープンイノベーション推進本部 

（オープンイノベーション推進本部の業務） 

第１４９条 オープンイノベーション推進本部は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 オープンイノベーションの推進に関すること。 

二 総合戦略推進オフィス、ＦＡユニット、イノベーションハブユニット、ＮＲＡユニ
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ット、イノベーション推進部門、グローバル推進部門及びデプロイメント推進部門の

業務のうちオープンイノベーションの推進に関する業務の総合調整に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（オープンイノベーション推進本部に置くオフィス） 

第１５０条 オープンイノベーション推進本部に総合戦略推進オフィスを置く。 

（総合戦略推進オフィスの業務） 

第１５１条 総合戦略推進オフィスは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 オープンイノベーション推進本部長の業務の補佐に関すること。 

二 戦略的に推進すべき技術領域の総合調整に関すること。 

三 オープンイノベーション推進本部の庶務に関すること。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

第２目 ＦＡユニット 

（ＦＡユニットの業務） 

第１５２条 ＦＡユニットは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 革新的情報通信技術研究開発事業（革新的情報通信技術（Ｂｅｙｏｎｄ５Ｇ（６

Ｇ））基金事業及びＢｅｙｏｎｄ５Ｇ研究開発促進事業をいう。）の企画及び推進

並びに総合調整に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

三 委託研究開発（機構業務方法書第２０条の定めるところにより委託する研究開発

（機構業務方法書第４条に規定する研究開発に係るものに限る。）をいう。以下同

じ。）の対象主題の選定に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

四 委託研究開発に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

五 通信・放送融合技術の開発を行う者に対する助成金の業務の成果の管理に関する

こと。 

六 通信・放送融合技術開発システムに関すること。 

七 機構法第１５条の３第１項の総務大臣への提出に関すること。 

八 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（ＦＡユニットに置く室） 

第１５３条 ＦＡユニットに次の室を置く。 

総合企画室 

助成事業推進室 

委託事業推進室 

（総合企画室の業務） 

第１５４条 総合企画室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 ＦＡユニット長の業務の補佐に関すること。 

二 ＦＡユニットに置く組織及び職員の事業推進業務及び研究開発業務に係る企画及

び支援に関すること。 

三 革新的情報通信技術研究開発事業（革新的情報通信技術（Ｂｅｙｏｎｄ５Ｇ（６

Ｇ））基金事業及びＢｅｙｏｎｄ５Ｇ研究開発促進事業をいう。）の企画及び推進

二 革新的情報通信技術（Ｂｅｙｏｎｄ５Ｇ（６Ｇ））基金事業の助成金の交付に関す

ること。 
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並びに総合調整に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

四 委託研究開発の対象主題の選定に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

五 機構法第１５条の３第１項の総務大臣への提出に関すること。 

六 ＦＡユニットの庶務に関すること。 

七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

八 前各号に掲げるもののほか、ＦＡユニットの所掌事務で他の所掌に属しないものに

関すること。 

（助成事業推進室の業務） 

第１５５条 助成事業推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 革新的情報通信技術（Ｂｅｙｏｎｄ５Ｇ（６Ｇ））基金事業の助成金の交付に関す

ること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（委託事業推進室の業務） 

第１５６条 委託事業推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 委託研究開発の実施に関すること。 

二 委託研究開発の外部評価に関すること。 

三 通信・放送融合技術の開発を行う者に対する助成金の業務の成果の管理に関するこ

と。 

四 通信・放送融合技術開発システムに関すること。 

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

      第３目 イノベーションハブユニット 

（イノベーションハブユニットの業務） 

第１５７条 イノベーションハブユニットは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 機構の研究開発成果の社会実装の推進に関する業務の総合調整に関すること（他の

所掌に関するものを除く。）。 

二 研究開発成果展開の戦略に関すること。 

三 重点的又は迅速に進めることが必要と認められる研究開発課題に関する企画及び推

進に関すること（他の所掌に関するものを除く。）。 

四 高度通信・放送研究開発共同利用施設に関すること。 

五 機構の知的財産権に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

六 機構の研究開発施設・設備等の利活用の推進に関すること（他の所掌に属するもの

を除く。）。 

七 機構の研究開発施設・設備等の外部への供用に関すること。 

八 技術相談に関すること。 

九 技術研究組合法（昭和３６年法律第８１号）に基づく技術研究組合の設立、加入、

脱退及び組織変更の調整に関すること。 

十 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（イノベーションハブユニットに置く室） 

第１５８条 イノベーションハブユニットに次の室を置く。 

  連携企画室 
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社会実装戦略室 

  知財活用推進室 

（連携企画室の業務） 

第１５９条 連携企画室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 イノベーションハブユニット長の業務の補佐に関すること。 

二 機構の研究開発施設・設備等の利活用の推進に関すること（他の所掌に属するもの

を除く。）。 

三 イノベーションハブユニットに置く組織及び職員の研究開発業務に係る企画及び支

援に関すること。 

四 機構の研究開発施設・設備等の外部への供用に関すること。 

五 イノベーションハブユニットの庶務に関すること。 

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

七 前各号に掲げるもののほか、イノベーションハブユニットの所掌事務で他の所掌に

属しないものに関すること。 

（社会実装戦略室の業務） 

第１６０条 社会実装戦略室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 機構の研究開発成果の社会実装の推進に関する業務の総合調整に関すること（他の

所掌に関するものを除く。）。 

二 研究開発成果展開の戦略に関すること。 

三 重点的又は迅速に進めることが必要と認められる研究開発課題に関する企画及び推

進に関すること（他の所掌に関するものを除く。）。 

四 技術相談に関すること。 

五 技術研究組合法（昭和３６年法律第８１号）に基づく技術研究組合の設立、加入、

脱退及び組織変更の調整に関すること。 

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（知財活用推進室の業務） 

第１６１条 知財活用推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 機構の知的財産の戦略に関すること。 

二 研究成果に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

三 知的財産権に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

四 知的財産権の譲渡又は実施に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

五 技術移転に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

   第４目 ＮＲＡユニット 

（ＮＲＡユニットの業務） 

第１６２条 ＮＲＡユニットは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 機構の研究開発マネジメント人材（ＮＩＣＴ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ａｄｍｉｎｉｓ

ｔｒａｔｏｒ。以下「ＮＲＡ」という。）の充実・活用促進に関すること。 

二 ＮＲＡの企画・推進に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 
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（ＮＲＡユニットに置く室） 

第１６３条 ＮＲＡユニットに次の室等を置く。 

  総合企画室 

  ＮＲＡデザインイニシアティブ 

（総合企画室の業務） 

第１６４条 総合企画室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 ＮＲＡユニット長の業務の補佐に関すること。 

二 ＮＲＡユニットに置く組織及び職員の業務に係る企画及び支援に関すること。 

三 ＮＲＡユニットの庶務に関すること。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

五 前各号に掲げるもののほか、ＮＲＡユニットの所掌事務で他の所掌に属しないもの

に関すること。 

（ＮＲＡデザインイニシアティブの業務） 

第１６５条 ＮＲＡデザインイニシアティブは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 研究開発プロジェクトに実践的に関わる機会の提供に関すること。 

二 ＮＲＡの人材育成に係る企画・推進に関すること。 

三 ＮＲＡの制度整備に係る企画・推進に関すること。 

四 ＮＲＡの情報発信に係る企画・推進に関すること。 

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

      第５目 イノベーション推進部門 
（イノベーション推進部門の業務） 

第１６６条 イノベーション推進部門は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 研究連携に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

二 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に係る業務（第１

６８条第４号において「特定研究開発業務」という。）の成果の管理に関すること。 

三 機構の標準化に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

四 地域の連携の企画及び推進に関すること。 

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（イノベーション推進部門に置く室） 

第１６７条 イノベーション推進部門に次の室を置く。 

連携研究推進室 

受託研究推進室 

標準化推進室 

地域連携推進室 

（連携研究推進室の業務） 

第１６８条 連携研究推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 産学官の連携に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

二 共同研究に関すること。 

三 研究者の交流に関すること。 

四 特定研究開発業務の成果の管理に関すること。 
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五 イノベーション推進部門の庶務に関すること。 

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

七 前各号に掲げるもののほか、イノベーション推進部門の所掌事務で他の所掌に属し

ないものに関すること。 

（受託研究推進室の業務） 

第１６９条 受託研究推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 受託研究に関すること（他の所掌によるものを除く。）。 

二 競争的資金獲得の支援に関すること。 

三 電波利用料関連業務に関すること（他の所掌によるものを除く。）。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（標準化推進室の業務） 

第１７０条 標準化推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 機構の標準化の戦略に関すること。 

二 標準化の情報収集、推進及び支援に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（地域連携推進室） 

第１７１条 地域連携推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 地域の連携の企画及び推進に関すること。 

 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

      第６目 グローバル推進部門 
（グローバル推進部門の業務） 

第１７２条 グローバル推進部門は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 国外の研究機関等との研究連携に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

二 研究成果等の国際展開に関すること（他の所掌に関するものを除く。）。 

三 アメリカ合衆国又は欧州地域の資金配分機関と共同で行う国際共同研究の企画、推

進及び支援に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（グローバル推進部門に置く室、センター） 

第１７３条 グローバル推進部門に次の室及びセンターを置く。 

国際連携推進室 

国際研究連携展開室 

アジア連携センター 

北米連携センター 

欧州連携センター 

（国際連携推進室の業務） 

第１７４条 国際連携推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 海外連携センターの管理運営に関すること。 

二 海外との研究協力協定に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

三 アメリカ合衆国又は欧州地域の資金配分機関と共同で行う国際共同研究の企画、推

進及び支援に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 
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四 国際インターンシップ研修員に関すること。 

五 海外からの研究者の支援に関すること。 

六 海外における研究開発動向の調査に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

七 グローバル推進部門の庶務に関すること。 

八 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

九 前各号に掲げるもののほか、グローバル推進部門の所掌事務で他の所掌に属しない

ものに関すること。 

（国際研究連携展開室の業務） 

第１７５条 国際研究連携展開室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 国際連携に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

二 研究成果等の国際展開に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

三 東南アジア地域における複数の研究機関等との間で行う研究連携に関すること（他

の所掌に属するものを除く。）。 

四 アドバイザリーコミッティーに関すること（国外に在籍する委員に関する庶務に限

る。）。 

五 海外からの来訪者の対応に関すること。 

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（アジア連携センターの業務） 

第１７６条 アジア連携センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 アジア地域における研究開発等に係る情報収集、研究連携のための企画、推進、支

援及び関係機関との連絡調整に関すること。 

二 アジア地域での国際標準化のための情報収集、推進及び支援に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（北米連携センターの業務） 

第１７７条 北米連携センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 北米地域における研究開発等に係る情報収集、研究連携のための企画、推進、支援

及び関係機関との連絡調整に関すること。 

二 北米地域での国際標準化のための情報収集、推進及び支援に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（欧州連携センターの業務） 

第１７８条 欧州連携センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 欧州地域における研究開発等に係る情報収集、研究連携のための企画、推進及び関

係機関との連絡調整に関すること。 

二 欧州地域での国際標準化のための情報収集、推進及び支援に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

      第７目 デプロイメント推進部門 
（デプロイメント推進部門の業務） 

第１７９条 デプロイメント推進部門は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 機構の研究開発成果に基づくスタートアップ支援に関すること（スタートアップに

対する不動産貸付に係る資産管理に関する業務を含む。）。 
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二 国際交流プログラムに関すること。 

三 情報通信分野に属する事業の振興に関すること。 

四 機構の研究開発成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者に対する

出資並びに人的及び技術的援助（機構業務方法書第１３条の２に規定するものに限

る。）に関すること。 

五 通信・放送基盤技術に関する試験研究を促進するための業務に関すること。 

六 通信・放送身体障害者利用円滑化事業に係る助成金の交付等に関すること。 

七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（デプロイメント推進部門に置く室） 

第１８０条 デプロイメント推進部門に次の室を置く。 

研究成果事業化支援室 

事業・技術研究振興室 

アントレプレナー支援室 

技術展開支援室 

情報バリアフリー推進室 

（研究成果事業化支援室の業務） 

第１８１条 研究成果事業化支援室は、次の各号に掲げる業務を行う。 
一 機構の研究開発成果に基づくスタートアップ支援に関すること（スタートアップに

対する不動産貸付に係る資産管理に関する業務を含む。）。 

二 技術移転に関すること（前号に係るものに限る。）。 

三 デプロイメント推進部門の庶務に関すること。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

五 前各号に掲げるもののほか、デプロイメント推進部門の所掌事務のうち他の所掌に

属しないものに関すること。 

（事業・技術研究振興室の業務） 

第１８２条 事業・技術研究振興室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 国際交流プログラムに関すること。 

二 通信・放送事業分野に係る情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を提供し、

並びに照会及び相談に応ずることに関すること（アントレプレナー支援室及び情報バ

リアフリー推進室の所掌に属するものを除く。）。 

三 通信・放送基盤技術に関する試験研究を政府等以外の者に委託して行うことに関す

ること。 

四 通信・放送基盤技術に関する試験研究の外部評価に関すること。 

五 通信・放送基盤技術に関する試験研究に係る成果の普及に関すること。 

六 通信・放送基盤技術に関する試験研究に係る収益等の納付に関すること。 

七 通信・放送基盤技術に関する試験研究に係る研究開発資産の処分に関すること。 

八 通信・放送基盤技術に関する海外からの研究者の招へいに関すること。 

九 通信・放送基盤技術に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。 

十 通信・放送基盤技術の調査に関すること。 

十一 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律（令和５年法律
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第８７号）附則第３条第２項に規定する出資継続業務に関すること。 

十二 通則法第４６条の２第１項から第３項までの主務大臣の認可に関すること（他の

所掌に属するものを除く。）。 

十三 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（アントレプレナー支援室の業務） 

第１８３条 アントレプレナー支援室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 通信・放送事業分野における事業化の促進に係る情報の収集、調査及び研究を行い、

その成果を提供し、並びに照会及び相談に応ずることに関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（技術展開支援室の業務） 

第１８４条 技術展開支援室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 機構の研究開発成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者に対する

出資並びに人的及び技術的援助（機構業務方法書第１３条の２に規定するものに限

る。）に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（情報バリアフリー推進室の業務） 

第１８５条 情報バリアフリー推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 通信・放送身体障害者利用円滑化事業に係る情報の収集、調査及び研究を行い、そ

の成果を提供し、並びに照会及び相談に関すること。 

二 通信・放送身体障害者利用円滑化事業に係る助成金の交付に関すること。 

三 通信・放送身体障害者利用円滑化事業の成果の普及に関すること。 

四 第１号及び第２号に掲げる業務に係る補助金の申請及び報告に関すること。 

五 第２号に係る外部評価委員会に関すること。 

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

第８目 グローバル研究戦略推進ユニット 

（グローバル研究戦略推進ユニットの業務） 

第１８６条 グローバル研究戦略推進ユニットは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 機構のグローバル研究戦略に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

第９目 北陸連携研究センター 

（北陸連携研究センターの業務） 

第１８７条 北陸連携研究センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 別表第１に掲げる事業所のうち北陸連携研究センターの維持管理に関すること。 

二 別表第１に掲げる事業所のうち北陸連携研究センターに置く組織及び当該事業所

を勤務地とする職員の管理運営を行う。 

 三 地域の連携の企画及び推進に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 （北陸連携研究センターに置くグループ） 

第１８８条 北陸連携研究センターに北陸管理グループを置く。 

（北陸管理グループの業務） 
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第１８９条 北陸管理グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第１８３条第１号に掲げる業務 

二 別表第１に掲げる事業所のうち北陸連携研究センターに置く組織及び当該事業所

を勤務地とする職員の庶務に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（北陸連携研究センターに置く連携拠点） 

第１９０条 北陸連携研究センターに北陸ＩＣＴ連携拠点を置く。 

（北陸ＩＣＴ連携拠点の業務） 

第１９１条 北陸ＩＣＴ連携拠点は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 北陸地域における地域の連携の企画及び推進に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

     第４款 機構の運営その他の業務を推進する組織 
      第１目 総務部 

（総務部の業務） 

第１９２条 総務部は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 管理運営に関すること。 

二 組織要員に関すること。 

三 人事に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

四 文書管理に関すること。 

五 総合調整に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

七 機構の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

（総務部に置く室） 

第１９３条 総務部に次の室を置く。 

総務室 

人事室 

法務・コンプライアンス室 

（総務室の業務） 

第１９４条 総務室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 理事会に関すること。 

二 機密に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

三 組織に関すること。 

四 危機管理に関すること。 

五 文書に関すること。 

六 公印に関すること。 

七 機構の保有する個人情報の保護及び情報公開に関すること。 

八 車両に関すること。 

九 機構内外との連絡及び渉外に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

十 機構内の業務の総合調整に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

十一 理事長、理事、監事及び執行役の秘書に関すること。 
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十二 福利厚生に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

十三 苦情の処理に関すること。 

十四 ハラスメント防止に関すること。 

十五 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和

６０年法律第８８号）に基づく派遣先の講ずべき措置に関すること｡ 

十六 労働環境に関すること。 

十七 安全衛生に関すること。 

十八 健康管理に関すること。 

十九 総務部の庶務に関すること。 

二十 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

二十一 前各号に掲げるもののほか、機構の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに

関すること。 

（総務室に置くグループ） 

第１９５条 総務室に次のグループを置く。 

総務グループ 

秘書グループ 

安全衛生グループ 

（総務グループの業務） 

第１９６条 総務グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第１９４条第１号から第１０号まで及び第１９号に掲げる業務 

二 総務室の庶務に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

四 前３号に掲げるもののほか、機構の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関す

ること。 

（秘書グループの業務） 

第１９７条 秘書グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第１９４条第１１号に掲げる業務 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（安全衛生グループの業務） 

第１９８条 安全衛生グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第１９４条第１２号から第１８号までに掲げる業務 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（人事室の業務） 

第１９９条 人事室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 人事に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

二 要員管理に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

三 身分証明書の発行に関すること。 

四 倫理に関すること。 

五 職員の結成する労働組合等に関すること。 

六 表彰に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 
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七 叙位、叙勲及び褒章に関すること。 

八 個人業績評価に関すること。 

九 給与に関すること。 

十 服務に関すること。 

十一 職員の教養及び訓練に関すること。 

十二 退職手当に関すること。 

十三 証明書等の発行に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

十四 労働災害補償に関すること。 

十五 共済組合に関すること。 

十六 社会保険に関すること。 

十七 宿舎に関すること。 

十八 通則法第２０条第５項の主務大臣への届出及び公表並びに通則法第２３条第４項

の主務大臣への届出及び公表に関すること。 

十九 通則法第５０条の８第３項の主務大臣への報告に関すること。 

二十 通則法第５０条の１１において準用する第５０条の２第２項の主務大臣への届出

及び公表並びに通則法第５０条の１１において準用する第５０条の１０第２項の主務

大臣への届出及び公表に関すること。 

二十一 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（人事室に置くグループ） 

第２００条 人事室に次のグループを置く。 

人事グループ 

職員グループ 

人材開発グループ 

（人事グループの業務） 

第２０１条 人事グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第１９９条第１号から第７号まで、第１８号及び第１９号に掲げる業務 

二 人事室の庶務に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

四 前３号に掲げるもののほか、人事室の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関

すること。 

（職員グループの業務） 

第２０２条 職員グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第１９９条第９号、第１０号、第１２号から第１７号まで及び第２０号に掲げる業

務 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（人材開発グループの業務） 

第２０３条 人材開発グループは、次の各号に掲げる業務を行う。  

 一 第１９９条第８号及び第１１号に掲げる業務 

 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（法務・コンプライアンス室の業務） 
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第２０４条 法務・コンプライアンス室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 内部統制に関すること。 

二 リスク管理に関すること。 

三 法令、規程等に関すること。 

四 機構を当事者とする訴訟等に関すること。 

五 法令等の遵守の推進に関すること。 

六  利益相反マネジメントに関すること。 

七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

      第２目 財務部 

（財務部の業務） 

第２０５条 財務部は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 財務管理に関すること。 

二 契約管理に関すること。 

三 資産管理に関すること。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（財務部に置く室） 

第２０６条 財務部に次の室を置く。 

経理室 

契約室 

施設室 

（経理室の業務） 

第２０７条 経理室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 予算に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

二 決算に関すること。 

三 管理会計に関すること。 

四 財務諸表に関すること。 

五 資金の運用及び管理に関すること。 

六 収入及び支出に関すること。 

七 税務に関すること。 

八 会計基準に関すること。 

九 統計に関すること。 

十 資産管理に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

十一 会計システムに関すること。 

十二 財務部の庶務に関すること。 

十三 通則法第４９条の主務大臣への届出に関すること。 

十四 国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務

に係る業務運営に関する省令等を廃止する省令（令和６年３月２２日総務省・財務省

令第１号）附則第３条の規定により、なお効力を有するとされた廃止前の国立研究開

発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び

会計に関する省令（平成１６年３月３１日総務省・財務省令第２号）第２条の総務大



３９ 

 

臣及び財務大臣の承認並びに国立研究開発法人情報通信研究機構の業務（出資継続業

務を除く。）に係る財務及び会計に関する省令（平成１６年３月３１日総務省令第６

９号）第２条の総務大臣の承認に関すること。 

十五 通則法第３８条第１項の主務大臣の承認に関すること。 

十六 国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令（平成１６年政令第１３号。次号に

おいて「機構法施行令」という。）第３条第１項の総務大臣の承認及び同条第２項の

総務大臣の承認に関すること。 

十七 機構法施行令第４条第１項の総務大臣への提出に関すること。 

十八 通則法第４５条第１項及び第２項の主務大臣の認可に関すること。 

十九 機構法第６条第２項の総務大臣及び財務大臣の認可に関すること。 

二十 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

二十一 前各号に掲げるもののほか、財務部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関

すること。 

（経理室に置くグループ） 

第２０８条 経理室に次のグループを置く。 

予算グループ 

決算グループ 

出納グループ 

（予算グループの業務） 

第２０９条 予算グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第２０７条第１号、第３号及び第１２号から第１４号までに掲げる業務 

二 経理室の庶務に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

四 前３号に掲げるもののほか、財務部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する

こと。 

（決算グループの業務） 

第２１０条 決算グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第２０７条第２号、第４号、第８号から第１１号まで及び第１５号から第１７号ま

でに掲げる業務 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（出納グループの業務） 

第２１１条 出納グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第２０７条第５号から第７号まで、第１８号及び第１９号に掲げる業務 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（契約室の業務） 

第２１２条 契約室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 契約に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

二 契約の適正性及び合理性確保に係る指導・調整に関すること。 

三 政府調達に関すること。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 
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（契約室に置くグループ） 

第２１３条 契約室に次のグループを置く。 

契約管理グループ 

第一契約グループ 

第二契約グループ 

第三契約グループ 

（契約管理グループの業務） 

第２１４条 契約管理グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第２１２条第１号及び第３号に掲げる業務のうち執行管理に関すること。 

二 第２１２条第２号に掲げる業務 

三 契約室の庶務に関すること。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

五 前各号に掲げるもののほか、契約室の所掌事務で所掌に属しないものに関すること。 

（契約グループの業務） 

第２１５条 第一契約グループ、第二契約グループ及び第三契約グループは、それぞれ次

の各号に掲げる業務を行う。 

一 第２１２条第１号及び第３号に掲げる業務（契約管理グループの所掌に属するもの

を除く。）。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（施設室の業務） 

第２１６条 施設室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 施設の維持管理に関すること。 

二 施設整備に関すること。 

三 通則法第４６条の２第１項から第３項までの主務大臣の認可に関すること（他の所

掌に属するものを除く。）。 

四 通則法第４８条の主務大臣の認可に関すること。 

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（施設室に置くグループ） 

第２１７条 施設室に次のグループを置く。 

施設管理グループ 

施設整備グループ 

（施設管理グループの業務） 

第２１８条 施設管理グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第２１６条第１号、第３号及び第４号に掲げる業務 

二 施設室の庶務に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

四 前３号に掲げるもののほか、施設室の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する

こと。 

（施設整備グループの業務） 

第２１９条 施設整備グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 
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一 第２１６条第２号に掲げる業務 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

      第３目 経営企画部 

（経営企画部の業務） 

第２２０条 経営企画部は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 機構の基本方針の策定に関すること。 

二 中長期計画及び年度計画に関すること。 

三 業務方法書に関すること。 

四 研究職及び研究技術職の人事の方針、計画及び選考に関すること。 

五 研究開発の企画及び管理に関すること。 

六 研究開発業務の総合調整に関すること。 

七 機構の業務の評価に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

八 外部資金獲得戦略に関すること。 

九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（経営企画部に置く室等） 

第２２１条 経営企画部に次の室等を置く。 

企画戦略室 

（企画戦略室の業務） 

第２２２条 企画戦略室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 機構の基本方針の策定に関すること。 

二 中長期計画及び年度計画の策定並びにその推進に関すること（他の所掌に属するも

のを除く。）。 

三 業務方法書の策定及びその推進に関すること。 

四 研究職及び研究技術職の人事の方針、計画及び選考に関すること。 

五 研究開発等に係る情報収集及び関係機関との連絡調整に関すること（他の所掌に属

するものを除く。）。 

六 機構内の研究開発業務の総合調整に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

七 外部資金獲得戦略に関すること。 

八 アドバイザリーコミッティーに関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 
九 国内インターンシップ生に関すること。  

十 経営企画部の庶務に関すること。 

十一 機構の業務の実績評価に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

十二 国又は国に準ずる機関以外からの表彰に関すること。 

十三 国又は国に準ずる機関からの表彰の業務のうち、研究に係る表彰の業務の企画に

関すること。 

十四 研究成果の管理に関すること。 

十五 通則法第２８条第１項の主務大臣の認可及び同法第３５条の５第１項の主務大臣

の認可に関すること。 

十六 通則法第３５条の８において準用する第３１条第１項の主務大臣への届出及び公

表に関すること。 
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十七 通則法第３５条の６第３項の主務大臣への報告書の提出及び公表並びに同条第４

項の主務大臣への報告書の提出及び公表に関すること。 

十八 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

十九 前各号に掲げるもののほか、経営企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに

関すること。 

（企画戦略室に置くグループ） 

第２２３条 企画戦略室に評価グループを置く。 

 （評価グループの業務） 

第２２４条 評価グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

 一 第２２２条第１１号から１４号まで及び第１７号に掲げる業務 

 二 前号に掲げる業務に付帯する業務を行うこと。 

      第４目 業務企画部 

（業務企画部の業務） 

第２２５条 業務企画部は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 機構の業務基盤の企画推進に関すること。 

二 機構の一般勘定（機構法第１６条第４項に係る勘定）予算の執行管理に関するこ

と。 

三 機構の施設活用に関すること。 

四 機構のデジタルトランスフォーメーションの企画及び推進に関すること。 

五 機構の共用情報システム（拠点間接続回線、研究支援・管理業務にかかる情報を扱

うネットワーク、研究実験を目的とするものを除く機構共通で利用するインターネッ

ト接続、電子メール、リモートアクセス、ファイル共有等の機能の提供に必要なサー

バ機器、クラウドサービス及び機構内で使用する端末のことをいう。）及び情報セ

キュリティに関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

六 機構のポートフォリオ・マネジメント・オフィス（組織内における個々のプロジェ

クトマネジメントの支援を横断的に行う組織のことをいう。以下「ＰＭО」とい

う。）として取り扱う対象情報システムに関する各プロジェクトの支援及びプロジェ

クト間の横断的調整に関すること。 

七 無線局、高周波利用設備、研究用機器・部品の設計、試作及び工作技術に関するこ

と。 

八 研究活動に伴う研究安全及びリスク管理に関すること（他の所掌に属するものを除

く。）。 

九 化学薬品その他危険物質の管理及び環境ＩＳＯ認証取得に関すること（他の所掌に

属するものを除く。）。 

十 研究データの管理及び研究資料の保存・管理に関すること（他の所掌に属するもの

を除く。）。 

十一 研究インテグリティ及び研究倫理に関すること（他の所掌に属するものを除

く。）。 

十二 安全保障貿易管理に関すること。 

十三 生体情報を用いる研究に係る研究倫理に関すること。 
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十四 パーソナルデータを用いる研究に係る研究倫理に関すること。 

十五 デュアルユース研究への対応に関すること。 

十六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。  

（業務企画部に置く室） 

第２２６条 業務企画部に次の室及びセンターを置く。 

業務基盤企画推進室 

電波利用管理・ものづくり室 

ＤＸ企画推進センター 

研究安全管理センター 

（業務基盤企画推進室の業務） 

第２２７条 業務基盤企画推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 機構の業務基盤の企画推進に関すること。 

二 機構の一般勘定（機構法第１６条第４項に係る勘定）予算の執行管理に関すること。 

三 機構の施設活用に関すること。 

四 業務企画部の庶務に関すること。 

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、業務企画部の所掌業務で他の所掌に属しないものに関

すること。 

（電波利用管理・ものづくり室の業務） 

第２２８条 電波利用管理・ものづくり室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 無線局に関すること。 

二 高周波利用設備に関すること。 

三 研究用機器・部品の設計、試作及び工作技術に関すること。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（電波利用管理・ものづくり室に置くグループ） 

第２２９条 電波利用管理・ものづくり室に次のグループを置く。 

  電波利用管理グループ 

  ものづくりグループ 

（電波利用管理グループの業務） 

第２３０条 電波利用管理グループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第２２８条第１号及び第２号に掲げる業務 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（ものづくりグループの業務） 

第２３１条 ものづくりグループは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 第２２８条第３号に掲げる業務 

二 電波利用管理・ものづくり室の庶務に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

四 前３号に掲げるもののほか、電波利用管理・ものづくり室の所掌事務のうち他の所

掌に属しないものに関すること。 

（ＤＸ企画推進センターの業務） 
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第２３２条 ＤＸ企画推進センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 デジタルトランスフォーメーションの企画及び推進に関すること。 

二 機構の共用情報システム及び情報セキュリティに関する基本方針の策定並びにその

推進に関すること。 

三 機構の共用情報システムの企画、立案、管理及び運用に関すること。 

四 機構の共用ネットワークと外部ネットワークとの接続の企画、立案、調整、管理及

び運用に関すること。 

五 情報セキュリティの企画、立案、管理及び運用に関すること。 

六 機構の共用情報システム及び情報セキュリティに関する情報収集及び関係機関との

連絡調整に関すること。 

七 機構のＰＭОとして取り扱う対象情報システムに関する各プロジェクトの支援に関

すること。 

八 機構のＰＭО対象情報システムのプロジェクト間の横断的調整に関すること。 

九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（ＤＸ企画推進センターに置く室） 

第２３３条 ＤＸ企画推進センターに情報システム室を置く。 

（情報システム室の業務） 

第２３４条 情報システム室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 デジタルトランスフォーメーションの企画及び推進に関すること。 

二 機構の共用情報システム及び情報セキュリティに関する基本方針の策定並びにその

推進に関すること。 

三 機構の共用情報システムの企画、立案、管理及び運用に関すること。 

四 機構の共用ネットワークと外部ネットワークとの接続の企画、立案、調整、管理及

び運用に関すること。 

五 情報セキュリティの企画、立案、管理及び運用に関すること。 

六 機構の共用情報システム及び情報セキュリティに関する情報収集及び関係機関との

連絡調整に関すること。 

七 機構のＰＭОとして取り扱う対象情報システムに関する各プロジェクトの支援に関

すること。 

八 機構のＰＭО対象情報システムのプロジェクト間の横断的調整に関すること。 

九 ＤＸ企画推進センターの庶務に関すること。 

十 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

十一 前各号に掲げるもののほか、ＤＸ企画推進センターの所掌事務のうち他の所掌に

属しないものに関すること。 

（研究安全管理センターの業務） 

第２３５条 研究安全管理センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 研究活動に伴う研究安全及びリスク管理に関すること（他の所掌に属するものを除

く。）。 

二 化学薬品その他危険物質の管理及び環境ＩＳＯ認証取得に関すること（他の所掌に

属するものを除く。）。 
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三 研究データの管理及び研究資料の保存・管理に関すること（他の所掌に属するもの

を除く。）。 

四 研究インテグリティ及び研究倫理に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

五 安全保障貿易管理に関すること。 

六 生体情報を用いる研究に係る研究倫理に関すること。 

七 パーソナルデータを用いる研究に係る研究倫理に関すること。 

八 デュアルユース研究への対応に関すること。 

九 前各号に関する安全教育及び啓発に関すること。 

十 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 （研究安全管理センターに置く室） 

第２３６条 研究安全管理センターに次の室を置く。 

  研究安全・リスク管理室 

  研究インテグリティ推進室 

 （研究安全・リスク管理室の業務） 

第２３７条 研究安全・リスク管理室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 飛しょう体（航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第２２項の無人航空機及

び航空法第１３４条の３第１項ただし書きの国土交通大臣による許可又は第２項の国

土交通大臣への通報に係る行為に用いられる飛しょうする物をいう。）に関すること。 

二 化学薬品その他危険物質の管理及び環境ＩＳＯ認証取得に関すること（他の所掌に

属するものを除く。）。 

三 研究データの管理及び研究資料の保存・管理に関すること（他の所掌に属するもの

を除く。）。 

四 研究安全管理センターの庶務に関すること。 

 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、研究安全管理センターの所掌事務のうち他の所掌に属

しないものに関すること。 

（研究インテグリティ推進室の業務） 

第２３８条 研究インテグリティ推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 研究インテグリティ及び研究倫理に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

二 研究活動に係る不正行為に関すること。 

三 安全保障貿易管理に関すること。 

四 生体情報を用いる研究に係る研究倫理に関すること。 

五 パーソナルデータを用いる研究に係る研究倫理に関すること。 

六 デュアルユース研究への対応に関すること。 

七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。       

第５目 広報部 

（広報部の業務） 

第２３９条 広報部は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 広報に関すること。 

二 報道に関すること。 
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三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（広報部に置く室） 

第２４０条 広報部に次の室を置く。 

広報企画室 

報道室 

（広報企画室の業務） 

第２４１条 広報企画室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 広報に関すること。 

二 研究成果の発表会及び外部出展に関すること。 

三 視察等に関すること。 

四 施設一般公開及び研究成果の展示に関すること。 

五 教育広報に関すること。 

六 図書に関すること。 

七 広報部の庶務に関すること。 

八 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

九 前各号に掲げるもののほか、広報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する

こと。 

（報道室の業務） 

第２４２条 報道室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 報道発表に関すること。 

二 報道及びメディアへの対応に関すること。 

三 出版に関すること。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

      第６目 イノベーションデザインイニシアティブ 

（イノベーションデザインイニシアティブの業務） 

第２４３条 イノベーションデザインイニシアティブは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 国内外のＩＣＴに係る研究開発、政策及び産業の動向等に関する情報の収集及び分

析並びに理事長への報告及び提言・発信に関すること。 
二 新たな業務開拓に係る試行的活動に関すること。 
三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

第７目 ＮＩＣＴナレッジハブ 

（ＮＩＣＴナレッジハブの業務） 

第２４４条 ＮＩＣＴナレッジハブは、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 国内外のＩＣＴ及び機構の業務に係る情報、知見の集積に関すること。 

二 機構内外の有識者や関係者の知的連携の促進に関すること。 

三 機構のＯＢ・ＯＧとの知的連携の促進に関すること。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

第８目 ダイバーシティ推進室 

（ダイバーシティ推進室の業務） 

第２４５条 ダイバーシティ推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。 
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一 機構のダイバーシティの推進に係る基本方針の企画、立案及び総合調整に関するこ

と。 

二 ダイバーシティ推進の観点からの多様な人材の確保・育成・キャリア形成に関する

こと（他の所掌に関するものを除く。） 。 

三 ダイバーシティ推進の観点からの多様な文化背景の人材や、高度に発展しつつある

人工知能技術等と共生できる職場環境の整備に関すること（他の所掌に関するものを

除く。） 。 

四 ダイバーシティ推進の観点からの女性、障がい者、外国籍の者等の雇用、参画及び

活躍の推進に関すること（他の所掌に関するものを除く。） 。 

五 ダイバーシティ推進の観点からのワーク・ライフ・バランスに関すること（他の所

掌に関するものを除く。） 。 

六 ダイバーシティ推進に係る健全な情報通信社会を実現させる施策の提言に関するこ

と（他の所掌に関するものを除く。） 。 

七 ダイバーシティ推進に係る広報及び意識啓発に関すること（他の所掌に関するもの

を除く。） 。 

八 ダイバーシティ推進委員会の庶務に関すること。 

九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

第９目 ＩＧＳ開発室 

（ＩＧＳ開発室の業務） 

第２４６条 ＩＧＳ開発室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 情報収集衛星及び情報収集衛星に関連する技術の研究開発に関すること。 

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

第１０目 ＧＰＡＩ専門家コミュニティ東京センター事務局 

（ＧＰＡＩ専門家コミュニティ東京センター事務局の業務） 

第２４７条 ＧＰＡＩ専門家コミュニティ東京センター事務局は、次の各号に掲げる業務

を行う。 

一 Ｔｈｅ Ｇｌｏｂａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ ｏｎ ＡＩのプロジェクト等に

関すること。（他の所掌に関するものを除く。） 

二 Ｔｈｅ Ｇｌｏｂａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ ｏｎ ＡＩに関する国内外の機

関等との総合調整に関すること。（他の所掌に関するものを除く。） 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

    第１１目 監査室 

（監査室の業務） 

第２４８条 監査室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 内部監査に関すること。 

二 外部監査の対応に関すること。 

三 前２号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

    第４節 職制 
（研究所長等） 

第２４９条 次の各号に掲げる組織の区分に応じ、当該各号に掲げる職を置く。 
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一 研究所 研究所長 

二 研究センター、ナショナルサイバートレーニングセンター、ナショナルサイバーオ

ブザベーションセンター及び協創センター 研究センター長 

三 サイバーセキュリティネクサス ネクサス長 

四 ユニット ユニット長 

五 研究開発推進センター 研究開発推進センター長 

六 推進本部 推進本部長 

七 オフィス オフィス長 

八 部門 部門長 

九 部 部長 

十 企画戦略室 企画戦略室長 

十一 ＤＸ企画推進センター ＤＸ企画推進センター長 

十二 研究安全管理センター 研究安全管理センター長 

十三 室（企画戦略室を除く。） 室長（企画戦略室長を除く。） 

十四 イニシアティブ イニシアティブ長 

十五 連携センター 連携センター長 

十六 ＮＩＣＴナレッジハブ ナレッジハブ長 

十七 ＧＰＡＩ専門家コミュニティ東京センター事務局 ＧＰＡＩ専門家コミュニティ

東京センター事務局長 

十八 グループ グループリーダー 

２ 前項に掲げる組織の長は、それぞれの組織の業務を掌理する。 

（副研究所長） 

第２５０条 研究所に、副研究所長を置くことができる。 

２ 副研究所長は、研究所長の職務の補佐を行う。 

（副研究センター長） 

第２５１条 研究センター、ナショナルサイバートレーニングセンター、ナショナルサイ

バーオブザベーションセンター及び協創センターに、副研究センター長を置くことがで

きる。 

２ 副研究センター長は、研究センター長の職務の補佐を行う。 

（副ネクサス長） 

第２５２条 サイバーセキュリティネクサスに、副ネクサス長を置くことができる。 

２ 副ネクサス長は、ネクサス長の職務の補佐を行う。 

（副ユニット長） 

第２５３条 ユニットに、副ユニット長を置くことができる。 

２ 副ユニット長は、ユニット長の職務の補佐を行う。 

（副研究開発推進センター長） 

第２５４条 研究開発推進センターに、副研究開発推進センター長を置くことができる。 

２ 副研究開発推進センター長は、研究開発推進センター長の職務の補佐を行う。 

（副推進本部長） 

第２５５条 推進本部に、副推進本部長を置くことができる。 
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２ 副推進本部長は、推進本部長の職務の補佐を行う。 

（副オフィス長） 

第２５６条 オフィスに、副オフィス長を置くことができる。 

２ 副オフィス長は、オフィス長の職務の補佐を行う。 

（副部門長） 

第２５７条 部門に、副部門長を置くことができる。 

２ 副部門長は、部門長の職務の補佐を行う。 

（副部長） 

第２５８条 部に、副部長を置くことができる。 

２ 副部長は、部長の職務の補佐を行う。 

（副ＤＸ企画推進センター長） 

第２５９条 ＤＸ企画推進センターに、副ＤＸ企画推進センター長を置くことができる。 

２ 副ＤＸ企画推進センター長は、ＤＸ企画推進センター長の補佐を行う。 

（副研究安全管理センター長） 

第２６０条 研究安全管理センターに、副研究安全管理センター長を置くことができる。 

２ 副研究安全管理センター長は、研究安全管理センター長の補佐を行う。 

（副室長） 

第２６１条 室に、副室長を置くことができる。 

２ 副室長は、室長の補佐を行う。 

３ 室長と異なる勤務地に勤務する副室長は、室長に代わって室の職員の管理を行う。 

（副イニシアティブ長） 

第２６２条 イニシアティブに、副イニシアティブ長を置くことができる。 

２ 副イニシアティブ長は、イニシアティブ長の職務の補佐を行う。 

（副連携センター長） 

第２６３条 連携センターに副連携センター長を置くことができる。 

２ 副連携センター長は、連携センター長の職務の補佐を行う。 

（副ナレッジハブ長） 

第２６４条 ＮＩＣＴナレッジハブに、副ナレッジハブ長を置くことができる。 

２ 副ナレッジハブ長は、ナレッジハブ長の職務の補佐を行う。 

（ＧＰＡＩ専門家コミュニティ東京センター副事務局長） 

第２６５条 ＧＰＡＩ専門家コミュニティ東京センター事務局に、ＧＰＡＩ専門家コミュ

ニティ東京センター副事務局長を置くことができる。 

２ ＧＰＡＩ専門家コミュニティ東京センター副事務局長は、ＧＰＡＩ専門家コミュニテ

ィ東京センター事務局長の職務の補佐を行う。 

（技術センター長） 

第２６６条 ネットワーク研究所ワイヤレスネットワーク研究センター宇宙通信システム

研究室に鹿島宇宙技術センター長、電磁波研究所総合企画室に沖縄電磁波技術センター

長を置く。 

２ 前項に規定する技術センター長は、当該技術センター長が勤務する別表第１に掲げる

事業所に置かれる組織及び当該事業所を勤務地とする職員の管理運営を行う。 
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（特級研究員） 

第２６７条 機構に、特級研究員を置くことができる。 

２ 特級研究員は、命を受けて、特に重要かつ特に高度な研究開発課題について指導又は

助言を行う。 

（主席研究員） 

第２６８条 機構に、主席研究員を置くことができる。 

２ 主席研究員は、命を受けて、重要な研究開発事項の総合調整を行う。 

（主席研究技術員） 

第２６９条 機構に、主席研究技術員を置くことができる。 

２ 主席研究技術員は、命を受けて、重要な研究開発に関連する技術的課題の総合調整を

行う。 

（主席エキスパート） 

第２７０条 機構に、主席エキスパートを置くことができる。 

２ 主席エキスパートは、命を受けて、重要な研究推進に関連する事項の総合調整を行う。 

（ジェネラルプロデューサー） 

第２７１条 機構に、ジェネラルプロデューサーを置くことができる。 

２ ジェネラルプロデューサーは、命を受けて、機構の重要な研究開発業務について、研

究開発業務に係る専門的な経験及び知見に基づき、その企画、推進及び成果の発展に関

する指導を行う。 

（主管研究員） 

第２７２条 機構に、主管研究員を置くことができる。 

２ 主管研究員は、命を受けて、重要な研究開発課題について指導又は助言を行う。 

（主管研究技術員） 

第２７３条 機構に、主管研究技術員を置くことができる。 

２ 主管研究技術員は、命を受けて、重要な研究開発に関連する技術的課題について指導

又は助言を行う。 

（主管エキスパート） 

第２７４条 機構に、主管エキスパートを置くことができる。 

２ 主管エキスパートは、命を受けて、重要な研究推進に関連する事項について指導又は

助言を行う。 

（上席研究員） 

第２７５条 機構に、上席研究員を置くことができる。 

２ 上席研究員は、命を受けて、研究開発課題について指導又は助言を行う。 

（上席研究技術員） 

第２７６条 機構に、上席研究技術員を置くことができる。 

２ 上席研究技術員は、命を受けて、研究開発に関連する技術的課題について指導又は助

言を行う。 

（上席エキスパート） 

第２７７条 機構に、上席エキスパートを置くことができる。 

２ 上席エキスパートは、命を受けて、研究推進に関連する事項について指導又は助言を
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行う。 

（総括研究員） 

第２７８条 機構に、総括研究員を置くことができる。 

２ 総括研究員は、命を受けて、研究開発、調査及び指導並びに企画立案を総括する。 

（総括研究技術員） 

第２７９条 機構に、総括研究技術員を置くことができる。 

２ 総括研究技術員は、命を受けて、研究開発に関連する技術的な開発、調査及び指導並

びに企画立案を総括する。 

（主任研究員） 

第２８０条 機構に、主任研究員を置くことができる。 

２ 主任研究員は、命を受けて、研究開発、調査及び指導並びに企画立案を行う。 

（主任研究技術員） 

第２８１条 機構に、主任研究技術員を置くことができる。 

２ 主任研究技術員は、命を受けて、研究開発に関連する技術的な開発、調査及び指導並

びに企画立案を行う。 

（研究員） 

第２８２条 機構に、研究員を置くことができる。 

２ 研究員は、命を受けて、研究開発及び調査を行う。 

（研究技術員） 

第２８３条 機構に、研究技術員を置くことができる。 

２ 研究技術員は、命を受けて、研究開発に関連する技術的業務を行う。 

（統括） 

第２８４条 機構に、統括を置くことができる。 

２ 統括は、命を受けて、属する組織の重要な業務を統括する。 

（研究統括） 

第２８５条 機構に、研究統括を置くことができる。 

２ 研究統括は、命を受けて、属する組織の重要な研究開発を統括する。 

（シニアマネージャー） 

第２８６条 機構に、シニアマネージャーを置くことができる。 

２ シニアマネージャーは、命を受けて、属する組織の所掌業務に関する重要な事項につ

いての企画、立案、調整及び実施並びに管理を行う。 

（総括プランニングマネージャー） 

第２８７条 機構に、総括プランニングマネージャーを置くことができる。 

２ 総括プランニングマネージャーは、命を受けて、属する組織の所掌業務に関する重要

な事項についての企画及び立案並びに総合調整を総括する。 

（プランニングマネージャー） 

第２８８条 機構に、プランニングマネージャーを置くことができる。 

２ プランニングマネージャーは、命を受けて、属する組織の所掌業務に関する重要な事

項についての企画及び立案並びに調整を行う。 

（総括研究マネージャー） 



５２ 

 

第２８９条 機構に、総括研究マネージャーを置くことができる。 

２ 総括研究マネージャーは、命を受けて、研究に関する知識又は経験を要する事項につ

いて企画、立案、調整等又は一定の研究テーマの研究の実施若しくは指導を総括する。 

（研究マネージャー） 

第２９０条 機構に、研究マネージャーを置くことができる。 

２ 研究マネージャーは、命を受けて、研究に関する知識又は経験を要する事項について

企画、立案、調整等又は一定の研究テーマの研究の実施若しくは指導を行う。 

（マネージャー） 

第２９１条 機構に、マネージャーを置くことができる。 

２ マネージャーは、命を受けて、所掌業務に関する事項についての企画、立案、調整及

び実施並びに管理を行う。 

（エキスパート） 

第２９２条 機構に、エキスパートを置くことができる。 

２ エキスパートは、命を受けて、属する組織の所掌業務に関する研究推進に関連する専

門的な業務を行う。 

（主幹） 

第２９３条 機構に、主幹を置くことができる。 

２ 主幹は、命を受けて、専門的な事項に関する業務を行う。 

（サブグループリーダー） 

第２９４条 グループに、サブグループリーダーを置くことができる。 

２ サブグループリーダーは、グループリーダーの業務の補佐を行う。 

（主査） 

第２９５条 機構に、主査を置くことができる。 

２ 主査は、命を受けて、属する組織の業務を整理する。 

（主任） 

第２９６条 機構に、主任を置くことができる。 

２ 主任は、命を受けて、属する組織の業務の一部を処理する。 

（イノベーションプロデューサー） 

第２９７条 機構に、イノベーションプロデューサーを置くことができる。 

２ イノベーションプロデューサーは、命を受けて、属する組織が所掌する業務について、

企画、推進、調整及び実施を行う。 

（参事） 

第２９８条 機構に、参事を置くことができる。 

２ 参事は、命を受けて、属する組織が所掌する業務について、企画、立案、調整及び実

施並びに管理を行う。 

 

   第３章 その他 

（機構に置く事業所等） 

第２９９条 機構に置く事業所、事業所に置く組織及び事業所の所在地は、別表第１のと

おりとする。 
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２ 前項に掲げる事業所以外に置く施設等及びその所在地は、別表第２のとおりとする。 

（職員の勤務地） 

第３００条 職員の勤務地は、当該職員が所属する組織の置かれる事業所とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、任命権者が別に勤務地を指定した場合には、職員が所属す

る組織の置かれる事業所以外の事業所若しくは施設等又は別に定める所を勤務地とする

ことができるものとする。 

（臨時に置くことができる組織） 

第３０１条 機構は、業務を行うため必要があると認められる場合には、別に定めること

により臨時に組織を置くことができる。 

（特定の称号付与） 

第３０２条 理事長が業務を行うために必要があると認めた場合には、職員に対して特定

の称号を付与することができる。 

附 則 

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年６月３０日） 

この規程は、平成１６年７月１日から施行する。 

附 則（平成１６年７月１３日） 

この規程は、平成１６年７月２２日から施行する。 

附 則（平成１７年３月２２日） 

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月２９日） 

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年５月１０日） 

この規程は、平成１７年６月１日から施行する。 

附 則（平成１７年８月２日） 

この規程は、平成１７年８月１２日から施行する。 

附 則（平成１７年１１月２９日） 

この規程は、平成１７年１０月１日から適用する。ただし別表第２中、山川電波観測施

設の所在地改正については平成１８年１月１日から、別表第１中、高知ＪＧＮⅡリサーチ

センターの所在地改正については同年３月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月２８日） 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年６月２７日） 

この規程は、平成１８年７月１日から施行する。 

附 則（平成１８年７月４日） 

この規程は、平成１８年７月４日から施行する。 

附 則（平成１８年８月２９日） 

この規程は、平成１８年９月１日から施行する。 

附 則（平成１８年９月２６日） 

この規程は、平成１８年１０月１０日から施行する。 
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附 則（平成１８年１０月２４日） 

この規程は、平成１８年１０月２４日から施行する。 

附 則（平成１９年１月３０日） 

この規程は、平成１９年１月３０日から施行する。 

附 則（平成１９年４月１０日） 

この規程は、平成１９年４月１０日から施行する。 

附 則（平成１９年６月１２日） 

この規程は、平成１９年６月１２日から施行する。 

附 則（平成１９年７月３日） 

この規程は、平成１９年７月３日から施行する。 

附 則（平成１９年９月１１日） 

この規程は、平成１９年９月１１日から施行する。 

附 則（平成１９年９月１８日） 

この規程は、平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１９年７月２８日） 

この規程は、平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月１１日） 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月１８日） 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年６月２４日） 

この規程は、平成２０年７月１日から施行する。 

附 則（平成２０年７月１日） 

この規程は、平成２０年７月４日から施行する。 

附 則（平成２０年８月２６日） 

この規程は、平成２０年９月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３１日） 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年７月７日） 

この規程は、平成２１年７月１７日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３０日） 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年４月２０日） 

１ この規程は、平成２２年５月１日から施行する。 

２ 第４６条に規定する運営体制企画室及び研究開発戦略企画室は、平成２３年３月３１

日において廃止するものとする。 

附 則（平成２２年７月６日） 

この規程は、平成２２年７月１５日から施行する。 

附 則（平成２３年３月２９日） 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 



５５ 

 

附 則（平成２３年１２月２０日） 

１ この規程は、平成２４年１月１日から施行する。 

２ 第５１条に規定する耐災害ＩＣＴ研究センター準備室は、平成２５年４月１日までに

廃止するものとする。 

附 則（平成２４年２月２１日） 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月１３日） 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年５月１６日） 

この規程は、平成２４年６月１日から施行する。 

附 則（平成２４年６月１９日） 

この規程は、平成２４年７月１３日から施行する。 

附 則（平成２４年１０月１６日） 

この規程は、平成２４年１１月１日から施行する。 

附 則（平成２５年２月１９日） 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年２月２６日） 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月１２日） 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１１月１５日） 

この規程は、平成２５年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月１７日） 

この規程は、平成２５年１２月１７日から施行する。 

附 則（平成２６年３月１１日） 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年６月１１日） 

この規程は、平成２６年７月１日から施行する。 

附 則（平成２６年７月１５日） 

この規程は、平成２６年８月１日から施行する。 

附 則（平成２６年９月２日） 

この規程は、平成２６年９月１６日から施行する。 

附 則（平成２６年１１月１１日） 

この規程は、平成２６年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２７年５月２６日） 

この規程は、平成２７年５月２６日から施行し、同年５月２１日から適用する。 

附 則（平成２８年３月２９日） 

１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 国立研究開発法人情報通信研究機構巨視的量子物理プロジェクト室設置規程（１４規

程第４２号）は廃止する。 
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附 則（平成２８年９月５日） 

この規程は、平成２８年９月５日から施行し、同年９月２日から適用する。 

附 則（平成２８年１０月１１日） 

この規程は、平成２８年１０月１１日から施行し、同年９月１日から適用する。 

附 則（平成２８年１２月２０日） 

この規程は、平成２８年１２月２０日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２９日） 

１ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 国立研究開発法人情報通信研究機構統合的ＡＩ準備室設置規程（１５規程第１６６号）

は廃止する。 

附 則（平成２９年６月２２日） 

この規程は、平成２９年６月２２日から施行する。 

附 則（平成２９年１０月１８日） 

この規程は、平成２９年１０月１日から施行し、同年１０月１日から適用する。 

附 則（平成３０年３月２７日） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

（国際連携研究推進委員会規程の廃止） 

２ 国立研究開発法人情報通信研究機構国際連携研究推進委員会規程（１４規程第２号）

は、廃止する。 

附 則（平成３１年１月２２日） 

１ この規程は、総務大臣による国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第９条に基づ

く実施計画認可の日（平成３１年１月２５日）から施行する。 

２ 国立研究開発法人情報通信研究機構ＩｏＴ機器調査準備室設置規程（１８規程第１０

号）は廃止する。 

附 則（平成３１年２月１９日） 

この規程は、平成３１年２月１９日から施行する。 

附 則（令和元年１１月１２日） 

この規程は、令和元年１２月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月１０日） 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月２４日） 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日） 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則（令和３年３月３０日） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年６月２９日） 

この規程は、令和３年６月２９日から施行する。 

附 則（令和３年１１月２４日） 
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この規程は、令和３年１１月２４日から施行する。 

附 則（令和４年３月１６日） 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年６月２１日） 

この規程は、令和４年６月２１日から施行する。 

附  則（令和５年２月２２日） 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則（令和５年３月１日） 

この規程は、令和５年３月１日から施行する。 

  附 則（令和５年３月１４日） 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月１４日） 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則（令和５年３月３０日） 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則（令和５年６月２０日） 

この規程は、令和５年７月１日から施行する。 

附 則（令和５年７月１８日） 

この規程は、令和５年７月１８日から施行する。 

附 則（令和６年３月２８日） 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２８日） 

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

（ダイバーシティ推進室設置規程の廃止） 

２ 国立研究開発法人情報通信研究機構ダイバーシティ推進室設置規程（２２規程第６４

号）は廃止する。 

附 則（令和６年６月２５日） 

この規程は、令和６年７月１日から施行する。 

附 則（令和６年８月２７日） 

１ この規程は、令和６年９月１日から施行する。 

（ＡＩ研究開発推進本部設置規程の廃止） 

２ 国立研究開発法人情報通信研究機構ＡＩ研究開発本部組織規程（２０規程第４９号）

は廃止する。 

附 則（令和６年９月１９日） 

この規程は、令和６年１０月１日から施行する。 

附 則（令和７年１月２１日） 

この規程は、令和７年２月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月１１日） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月２７日） 
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１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律（令和５年法律第８

７号）附則第３条第２項の規定により出資継続業務を行う場合における第１８６条第１

６号の規定の適用については、同号中「及び同条第２項の総務大臣の承認」とあるの

は、「並びに国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律の施行に

伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（令和六年政令第二十六号）第１条の規

定による改正前の機構法施行令第３条第２項の総務大臣及び財務大臣の承認」とする。 

附 則（令和７年６月２４日） 

この規程は、令和７年８月１日から施行する。 

附 則（令和７年１１月４日） 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年１２月１０日） 

この規程は、令和７年１２月１０日から施行する。 

  附 則（令和８年３月２６日） 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表第１（第１１条、第１４条、第４０条、第４２条、第４３条、第４８条、第５７条、

第７０条、第８６条、第１０８条、第１１７条、第１１９条、第１３９条、第１４５条、

第１８７条、第１８９条、第２６６条及び第２９９条関係） 

事業所の名称 組   織 所 在 地 

本部 電磁波研究所 

ネットワーク研究所 

サイバーセキュリティ研究所 

ユニバーサルコミュニケーション研究所 

未来ＩＣＴ研究所 

Ｂｅｙｏｎｄ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ研究開発推進ユ

ニット 

ＡＩ研究開発推進ユニット 

量子ＩＣＴ協創センター 

テストベッド研究開発推進センター 

先端ＩＣＴデバイス研究開発推進センター 

オープンイノベーション推進本部 

ＦＡユニット 

イノベーションハブユニット 

ＮＲＡユニット 

イノベーション推進部門 

グローバル推進部門 

デプロイメント推進部門 

グローバル研究戦略推進ユニット 

総務部 

財務部 

経営企画部 

業務企画部 

広報部 

イノベーションデザインイニシアティブ 

ＮＩＣＴナレッジハブ 

ダイバーシティ推進室 

ＩＧＳ開発室 

ＧＰＡＩ専門家コミュニティ東京センター事務局 

監査室 

東京都小金井市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユニバーサルコミュ

ニケーション研究所 

ユニバーサルコミュニケーション研究所 

イノベーション推進部門 

京都府相楽郡精華町 

未来ＩＣＴ研究所 電磁波研究所 

未来ＩＣＴ研究所 

Ｂｅｙｏｎｄ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ研究開発推進ユ

兵庫県神戸市 
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ニット 

先端ＩＣＴデバイス研究開発推進センター 

イノベーション推進部門 

ワイヤレスネットワ

ーク研究センター 

ネットワーク研究所 

Ｂｅｙｏｎｄ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ研究開発推進ユ

ニット 

神奈川県横須賀市 

脳情報通信融合研究

センター 

未来ＩＣＴ研究所 

イノベーション推進部門 

大阪府吹田市 

イノベーションセ

ンター 

サイバーセキュリティ研究所 

Ｂｅｙｏｎｄ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ研究開発推進ユ

ニット 

ＧＰＡＩ専門家コミュニティ東京センター事務局 

東京都中央区 

レジリエントＩＣＴ

研究センター 

電磁波研究所 

ネットワーク研究所 

レジリエントＩＣＴ研究センター 

イノベーション推進部門 

宮城県仙台市 

鹿島宇宙技術センタ

ー 

ネットワーク研究所 茨城県鹿嶋市 

北陸連携研究センタ

ー 

サイバーセキュリティ研究所 

テストベッド研究開発推進センター 

北陸連携研究センター 

イノベーション推進部門 

石川県能美市 

三鷹ネットワーク運

用センター 

テストベッド研究開発推進センター 東京都三鷹市 

沖縄電磁波技術セン

ター 

電磁波研究所 沖縄県国頭郡恩納村 

アジア連携センター グローバル推進部門 タイ王国バンコク都 

北米連携センター サイバーセキュリティ研究所 

グローバル推進部門 

アメリカ合衆国ワシン

トン特別区 

欧州連携センター グローバル推進部門 フランス共和国パリ市 

サイバーセキュリ

ティリカレントエ

ボリューションセ

ンター 

サイバーセキュリティ研究所 東京都武蔵野市 

ＣＹＸＲＯＳＳ 

ＣＯＲＥ 

サイバーセキュリティ研究所 東京都千代田区 
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別表第２（第２９９条関係） 

施設等の名称 所  在  地 

おおたかどや山標準電波送信所 福島県田村市 

はがね山標準電波送信所 佐賀県佐賀市 

サロベツ電波観測施設 北海道天塩郡豊富町 

山川電波観測施設 鹿児島県指宿市 

大宜味大気・電波観測施設 沖縄県国頭郡大宜味村 

大洗テストフィールド 茨城県東茨城郡大洗町 

 


